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Ⅰ．中国仏教説話（六朝隋唐期）の疾病（障害）関係史料目録
（藤本　誠 編）

〔概要〕
　本史料目録では、六朝隋唐期に中国で編纂された仏教説話集や仏教類書から、身体・精神・知能の重度な
疾病（障害）の表現と、その疾病（障害）及び症状に関係する表現を収めた。本目録は、日本古代仏教説話
集の表現との比較検討を行う上での基礎資料として作成するため、中国仏教説話集・仏教類書からの「疾病

（障害）」概念に基づく表現の抽出は、原則として「Ⅱ．古代日本仏教説話の疾病（障害）関係史料目録」に
おける以下の基準に準拠した。
　古代日本においては疾病と区別された概念としての障害概念が成立していたとは考え難く、疾病との区別
が困難である。その一方で、史料にみえる重度の疾病者は、課役の免除対象者・共同体の扶養対象者・共同
体からの忌避対象者など、健常者とは区別された存在として記されており、そのような疾病者と関わる表現
は抽出対象と判断した。また経典に由来する仏罰は仏教の因果応報思想を背景としながらも、現世における
重度の疾病を措定する傾向が認められる。したがって、そのような疾病表現も抽出すべき対象と判断した。
加えて、重度の皮膚疾患については、現代では限定的な条件と症状に該当する時のみに障害とされているが、
日本古代において一般的に共同体からの忌避対象となり、仏罰の表現ともなっており、他の表現と同列に扱う
べき対象として抽出すべきものと判断した。
　本目録で対象とした六朝隋唐期の中国仏教説話・仏教類書は、平安時代前期までに請来されたものも多く、
また疾病（障害）に関する類似表現がみられることからも、ある程度古代日本の仏教説話集に影響を与えて
いたと推測される。そのため、同様の基準で表現を抽出することにより、その具体的な類似度や影響関係を
考察するための基本資料となり得るものと想定される。
　対象とした仏教説話集・仏教類書は、諸般の都合上、『繋観世音応験記』・『高僧伝』・『冥祥記』・『金蔵論』・

『冥報記』・『冥報拾遺』・『集神州三宝感通録』・『華厳経伝記』・『弘賛法華伝』・『大方広仏華厳経感応伝』・『金
剛般若経集験記』・『法華伝記』・『釈門自鏡録』であり、当該期の全ての史料を網羅したものではない。テク
ストは、原則として『大正新脩大蔵経』に基づき、『大日本続蔵経』も合わせて参照した。『大正新脩大蔵経』
に未収のものは、近年刊行された最も適切と判断した校訂本に拠った（表の「主な依拠文献等」の欄参照）。

〔凡例〕
・・本目録では、上記の「疾病（障害）」認識に基づき、疾病（障害）とそれに関係する表現を収載する。
・・本目録では、史料の原文および訓み下し文を記載する。
・・ 原文表記の欄は、作成者の判断により、疾病（障害）表現及びその症状等に関係する原文表記を史料本文

から抜き出したものを記載し、また史料本文の該当箇所及びその関連部分の訓み下し文は、下線及びゴチック
体で示した。なお複数の疾病（障害）表現がみえる場合は、原文表記の欄内で①～④などと記して区別した。

・・ 本目録では、疾病（障害）表現と同じ表現を用いながら、異なる意味で用いられている場合も、参考とし
てあげた事例がある。

・・ 訓み下し文は、刊行された文献がある場合は基本的には依拠した文献に基づくが、作成者の判断により修
正した箇所がある。また本目録の訓み下し文は、試案である。

・・史料は、全文を原則としたが、適宜、中略・後略も行った。
・・史料は、便宜を図る意味で、概ね成立年代順に並べ、通し番号を付した。
・・史料及び訓み下し文の字体は、常用漢字で統一するが、意味の齟齬などに配慮し適宜原典文字に準拠した。
・・小字や割注は、〈　〉で示し、複数の文字がテクストで欠けている場合は、［　］で示した。
・・ 成立年・時期の欄は、成立年がわかる場合はそれを記し、不明な場合はおおよその時期及び王朝名等で示

した。
・・本目録は、諸般の都合上、当該期の全ての事例を網羅したものではない。

（追記）�本史料目録作成にあたっては、慶應義塾大学大学院文学研究科修士課程三村華氏の協力を得た。記し
て深謝したい。
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原文表記 史料 訓み下し文 史料名 成立年・時期 著者・編者名 書誌・参考文献等

１ 癩病人

道豫道人説、有一癩病人、其家欲遠
徙之。病者求得小停、便於仏前、以
身布地、純念観世音。経日不起、体
已冷直、唯気不尽。忽起自言、所病
得差。便見不同、十日中、都好平
復。

道豫道人説く、一癩病人有りて、其の家を遠く之を徙さんと欲
す。病者小停を得るを求め、便ち仏前に於て身を以て地に布き、
純ら観世音を念ず。日を経て起きず。体已に冷えて直なるも、唯
だ気のみ尽きず。忽ち起きて自ら言く、「病む所差ゆるを得たり。」
と。便ち見るに同じからず、十日中、都て好く平復す。

『繋観世音応験記』
65

中興元年
（501年） 陸杲

史料及び訓み下し文につ
いては、佐野誠子「陸杲

『繋観世音応験記』訳注
稿（三）」（『名古屋大学
中国語学文学論集』第31
輯、2018年２月）を参照
した。

２ 白癩病

月氏国有人得白癩病。百種治不差。
乃至於観世音於像前、叩頭求哀、情
甚苦至。像仍伸臂摩其瘍、即時便
差。身体光飾、異本形。像手即時猶
申不還。

月氏国に人の白癩病を得る有り。百種もて治しても差えず。乃ち
観世音に至りて像前に於て、頭を叩きて哀を求め、情甚だ苦ろに
至る。像仍ち臂を伸ばして其の瘡を摩し、即時に便ち差ゆ。身体
光飾し、本形と異なる。像の手即時に猶ほ申びて還らず。

『繋観世音応験記』
66

中興元年
（501年） 陸杲

史料及び訓み下し文につ
いては、佐野誠子「陸杲

『繋観世音応験記』訳注
稿（三）」（『名古屋大学
中国語学文学論集』第31
輯、2018年２月）を参照
した。

３ 聾盲

宋元嘉二十六年、青州白苟寺道人釈
恵縁、忽病聾盲、頓失耳眼。自念

「此非差疾、又無質薬、唯当誓心帰
観世音」。誦此一千遍。誦数裁満、
耳目不覚然豁然自差。

宋元嘉二十六年に、青州白苟寺の道人釈恵縁、忽ち聾盲を病み、
頓に耳眼を失ふ。自ら「此れ差ゆる疾にあらず。また質薬無く、
唯だ当に心に誓ひて、観世音に帰すべし。」と念ず。此の経を誦
すること一千遍。誦数裁かに満つれば、耳目覚らずして豁然とし
て自ら差ゆ。

『繋観世音応験記』
67

中興元年
（501年） 陸杲

史料及び訓み下し文につ
いては、佐野誠子「陸杲

『繋観世音応験記』訳注
稿（三）」（『名古屋大学
中国語学文学論集』第31
輯、2018年２月）を参照
した。

４ 癩病

釈法愍、北人、弱年慕道、篤志経
籍。十八出家、便遊践州国、観風味
道。波若、数論、及諸経律、皆所遊
刃。後憩江夏郡五層寺。時沙門僧
昌、於江陵城內立塔。刺史謝晦欲壊
之。愍聞故往諫晦、晦意不止。愍於
是隠迹於長沙麓山、終身不出。晦迺
率儀至寺、厚賜酒肉、厳鼓振威、斬
斫形像。俄而雲霧暗天、風塵四起。
晦驚懼而走。後以叛逆誅滅。隊人丁
法成、史僧双、見身癩病、余多犯法
而死。  愍迺著『顕験論』、以明因果、
并注大道地経。後卒於山中、春秋八
十有三、弟子僧道立碑頌徳。

釈法愍は、北人なり。弱年にして道を慕ひ、経籍に篤志たり。十
八にして出家し、便ち州国を遊践し、風を観て道を味ひ、波若・
数論及び諸経律、皆遊刃せらる。後に江夏郡の五層寺に憩ふ。時
に沙門僧昌、江陵城内に於いて塔を立つ。刺史謝晦之を壊さんと
欲す。愍聞きて故に往きて晦を諫めども、晦の意止まず。愍是に
於いて迹を長沙麓山に隠し、終身出でず。晦迺ち儀を率ゐて寺に
至り、厚く酒肉を賜ひ、厳鼓して威を振ひ、形像を斬り斫く。俄
にして雲霧暗天し、風塵四起す。晦驚き懼れて走る。後に叛逆を
以て誅滅せらる。隊人の丁法成・史僧双、身に癩病見れ、余多は
法を犯して死す。  愍迺ち『顕験論』を著して、以て因果を明らか
にし、并せて大道地経を注す。後に山中に卒す。春秋八十有三、
弟子僧道碑を立て徳を頌す。

『高僧伝』巻
七・義解篇四 514年 慧皎

『大正新脩大蔵経』巻51

※吉川忠夫・船山徹訳
『高僧伝（三）』（岩波書
店、2010年 ）を参照し
た。

５
①廃病　　

②両脚風攣

晋沙門耆域者、天竺人也。自西域浮
海而来。将游関雒、達旧襄陽、欲寄
載船北渡。船人見梵沙門衣服弊陋、
軽而不載。比船達北岸、耆域亦上、
挙船皆驚。域前行、両虎迎之、弭耳
掉尾、域手摩其頭、虎便入草。於是
南北岸奔往請問、域曰、「無所応答」。
及去、有数百人追之。見域徐行、而
衆走猶不及。恵帝末、域至雒陽、雒
陽道士悉往礼焉、域不為起。訳語譏
其服章曰、「汝曹分流仏法、不以真
誠、但為浮華、求供養耳」。見雒陽
宮、曰、「忉利天宮、髣髴似此。当以
道力成就、而生死力為之、不亦勤苦
乎」。沙門支法淵竺法興竝年少後至、
域為起立。法淵作礼訖、域以手摩其
頭曰、「好菩薩、羊中来」。見法興入
門、域大欣笑、往迎作礼、捉法興手、
挙著頭上曰、「好菩薩、従天人中来」。
尚方中有一人廃病数年垂死、  域往
視之、謂曰、「何以堕落、生此憂苦」。
下病人於地、臥単席上、以応器置腹
上、紵布覆之。梵唄三偈訖、為梵呪
可数千語。尋有臭気満屋、病人曰、

「活矣」。域令人挙布、見応器中如汙
泥者。病人遂差。長沙太守滕永文先
頗精進。時在雒陽、両脚風攣経年。  
域為呪、応時得申、数日起行。雨水
寺中有思惟樹、先枯死、域向之呪、
旬日樹還生茂。時寺中有竺法行、善
談論、時以比楽令。見域稽首曰、「已
見得道證、願当稟法」。域曰、「守口
摂意身莫犯、如是行者度世去」。法
行曰、「得道者当授所未聞。斯言八
歲沙弥亦以之誦、非所望於得道者」。
域笑曰、「如子之言、八歲而致誦、百
歲不能行。人皆知敬得道者、不知行
之即自得。以我観之易耳。妙当在君、
豈慍未聞」。京師貴賤贈遺衣物、以
数千万億、悉受之。臨去、封而留之、
唯作幡八百枚、以駱駝負之、先遣随
估客、西帰天竺。又持法興一納袈裟
随身、謂法興曰、「此地方大為造新
之罪、可哀如何」。域発、送者数千
人。於雒陽寺中中食訖、取道。人有
期日発長安来、見域在長安寺中。又
域所遣估客及駱駝奴達燉煌河上、逢
估客弟於天竺来云、「近燉煌寺中見
域」。弟子濕登者云、「於流沙北逢域、
言語款曲」。計其旬日、又域発雒陽
時也。而其所行蓋已万里矣。

晋の沙門耆域なる者は、天竺の人なり。西域より海に浮かびて来
る。将に関雒に游ばんとして、旧襄陽に達り、船に寄載して北渡
せんと欲す。船人、梵沙門の衣服弊陋なるを見て、軽んじて載せ
ず。船の北岸に達るに比びて、耆域亦た上る、船を挙げて皆驚
く。域前行するに、両虎之を迎え、耳を弭れ尾を掉ふ、域手ずか
ら其の頭を摩ずれば、虎便ち草に入る。是に於て南北岸奔往して
請問するも、域曰く、「応答する所無し。」と。去るに及びて、数
百人之を追ふ有り。域徐行するを見、衆走れども猶ほ及ばず。恵
帝の末、域雒陽に至り、雒陽の道士悉く往きて焉に礼するも、域
為に起たず。訳語もて其の服章譏りて曰く、「汝曹仏法を分流す
るに、真誠を以てせず、但だ浮華を為し、供養を求むるのみ。」
と。雒陽宮を見て、曰く、「忉利天の宮、髣髴として比に似たり。
当に道力を以て成就すべけんも、而るに生死力もて之を為すは、
亦た勤苦ならざるか。」と。沙門支法淵・竺法興竝びに年少にし
て後に至る、域為に起立す。法淵礼を作し訖りて、域手を以て其
の頭を摩でて曰く、「好菩薩、羊中より来たる。」と。法興門に入
るを見るや、域大いに欣び笑い、往きて迎え礼を作し、法興の手
を捉へ、頭上に挙著して曰く、「好菩薩、天人中従り来たる。」と。
尚方中、一人の廃病すること数年、死に垂とする有り。  域往きて
之を視て、謂ひて曰く、「何を以て堕落して、此の憂苦を生ぜし。」
と。病人を地に下し、単席の上に臥せしめ、応器を以て腹上に置
き、狩布もて之を覆ふ。焚唄三偈訖はり、梵呪を為すこと数千語
ばかり。尋いで臭気屋に満つる有り。病人曰く、「活きたり。」と。
域人をして布を挙げしむれば、応器中に汚泥の如き者を見る。病
人遂に差ゆ。長沙太守滕永文先に頗る精進す。時に雒陽に在り、
両脚風れ攣まりて年を経たり。  域呪を為せば、時に応じて申ぶる
を得て、数日にして起ちて行く。雨水寺中に思惟樹有り。先に枯
死せるも、域之に向ひて呪するに、旬日にして樹還た生茂す。時
に寺中に竺法行有り。善く談論す。時に以て楽令に比ぶ。域を見
るに稽首して曰く、「巳に得道の證を見る、願はくは常に法を稟
くべし。」と。域曰く、「口を守り意を摂め身犯すこと莫れ。是の
如く行ふ者は世を度し去らん。」と。法行曰く、「得道の者は当に
未だ聞かざる所を授くべし。斯の言は八歳の沙弥も亦た之を以て
誦す。得道の者に望む所には非ず。」と。域笑いて曰く、「子の言
の如く、八歳にして誦を致すとも、百歳にして行ふ能はず。人皆
得道の者を敬ふを知るも、之を行はば即ち自得するを知らず。我
を以て之を観るに易なるのみ。妙は当に君に在るべし、豈に未だ
聞かざるを慍まんや。」と。京師の貴賤衣物を贈遺すること、数
千万億を以てし、悉く之を受く。去るに臨みて、封して之を留
め、唯だ幡八百枚を作りて、駱駝を以て之を負はしめ、先ず估客
に随はしめて、西のかた天竺に帰る。又た法興が一納の袈裟を持
して身に随へて、法興に謂ひて曰く、「此の地方に大いに造新の
罪を為す、哀しむべきこと如何。」と。域発つに、送る者数千人
なり。雒陽寺中に於て中食訖はり、道を取る。人の日を期して長
安を発ち来ること有り。域の長安寺中に在るを見る。又た域遣る
所の估客及び駱駝奴燉煌河上に達り、估客の弟天竺より来たるに
逢ひて云く、「近ごろ燉煌寺中に域を見る。」と。弟子濕登なる者
云く、「流沙の北に域と逢へり。言語すること款曲なり。」と。其
の旬日を計るに、又た域雒陽を発ちし時なり。而はち其の行く
所、蓋し巳に万里なり。

『冥祥記』
沙門耆域

（『法苑珠林』
巻28神異篇
20感応縁）

斉 王琰

史料及び訓み下し文につ
いては、「『法苑珠林』の
總合的研究 ― 主として

『法苑珠林』所録『冥祥
記』の本文校訂竝びに選
注選譯―」（大谷大学真
宗総合研究所編『真宗総
合研究所研究紀要』25号、
2006年）を参照した。
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６ 悪瘡

化生王子過去香塗塔懺悔縁  出百縁
経  略要
昔仏在世時、与諸比丘、到恒河辺、
見一故塔、毀落崩壊。比丘問仏、「此
是何塔、朽故乃爾」。仏告比丘、「此
是賢劫、波羅柰国、梵摩達王、正法
治化。唯無子息、祷祀諸神、求索有
子、困不能得。時園中、有一池水、
生一蓮花。其花台中、有一童子、結
跏趺坐。有三十二相、八十種好、口
出優鉢羅花香、身諸毛孔、出梅檀香。
王及妃后、心甚歓喜、即抱還宮、養
育漸大。随其行処、蓮花承足。因香
立字、名梅檀香。後悟非常、成辟支
仏。身昇虚空、作十八変、入般涅槃。
王収舎利、起塔供養。是彼塔耳」。
比丘問仏、「宿植何福、受斯果報」。
仏告比丘、「乃往過去、拘留孫仏、出
世之時、有長者子。甚好婬色。見一
婬女、心生耽着、無財可与、遂至塔
中、盗花与之、乃共夜宿。暁即身体、
生其悪瘡、痛不可言。  喚医療治、時
医瞻云、『牛頭栴檀、用塗瘡上、可得
除愈』。時長者子、即売家宅、得於
金銭、満六十万。尋用買香、正得六
両、擬用塗瘡、心自思惟。即語医言、

『我今所患、乃是心病』。即持所買牛
頭栴檀、搗以為末、入其塔中、誓発
願言、『如来往昔、修諸苦行、誓度衆
生、随其厄難。我今此身、堕一生
数。唯願世尊、慈哀憐愍、除我此
患』。作是誓已、用香塗塔、以償花
価、至心供養、求哀懺悔。瘡尋除
差、身諸毛孔、有梅檀香。聞此香已、
歓喜礼拝、発願而去。縁是功徳、不
堕悪道。天上人中、常受快楽、随其
行処、蓮華承足、身諸毛孔、恒有香
気」。是故智者、当作是学。

化生の王子、過去に香を塔に塗り懺悔せし縁　百縁経より出づ。
略要
昔仏の在世時、諸比丘と与に、恒河辺に到るに、一の故き塔の毀
れ落ち崩壊なるを見ゆ。比丘仏に問ふに、「此れ是れ何ぞ塔の朽
ち故きこと乃爾か。」と。仏、比丘に告ぐるに、「此れ是れ賢劫
に、波羅柰国の梵摩達王、正法治化したり。唯だ子息無く、諸神
に祷祀りて、子有るを求め索すれども、困りて得ること能はず。
時に園中に、一の池水有りて、一の蓮花生ふ。其花台中に、一の
童子有りて、結跏趺坐す。三十二相、八十種好有りて、口より優
鉢羅花の香を出し、身の諸の毛孔より、梅檀の香を出す。王及び
妃后、心に甚だ歓喜し、即ち抱きて宮に還りて、養育するに漸く
大きなり。其の行く処に随ひて、蓮花足を承けたり。香に因りて
字を立て、梅檀香と名づく。後に常に非ざるを悟りて、辟支仏と
成る。身、虚空に昇り、十八変を作して、般涅槃に入る。王、舎
利を収めて、塔を起てて供養す。是れ彼の塔なるのみ。」と。比
丘、仏に問ふに、「何なる福を宿植して、斯の果報を受くるや。」
と。仏、比丘に告ぐるに、「乃往過去、拘留孫仏の出世の時に、
長者の子有り。甚だ婬色を好む。一の婬女を見て、心に耽着を生
じ、与ふべき財無くして、遂に塔中に至りて、花を盗みて之を与
へ、乃ち共に夜宿す。暁に即ち身体に、其の悪瘡生じ、痛きこと
言ふべからず。  医を喚びて療治するに、時に医、瞻て云く、『牛
頭栴檀を用て瘡の上に塗らば、除き愈ゆるを得べし。』と。時に
長者の子、即ち家宅を売りて、金銭を得ること、六十万に満つ。
尋いで用て香を買ひ、正に六両を得たり。瘡に塗るを擬用する
に、心に自ら思惟す。即ち医に語りて言く、『我れ今患ふる所は、
乃ち是れ心の病なり。』と。即ち買ふ所の牛頭栴檀を持ちて、搗
きて以て末と為し、其の塔中に入りて、誓ひて発願して言く、『如
来往昔、諸の苦行を修し、誓ひて衆生を度せり。其の厄難に随ひ
て、我れ今此の身にして、一生数に堕つ。唯だ願はくは世尊、慈
哀憐愍にして、我の此の患を除かんことを。』と。是の誓を作し
已りて、香を用て塔に塗り、以て花の価を償ひ、至心に供養し、
求哀して懺悔す。瘡尋いで除差す。身の諸の毛孔に、梅檀の香有
り。此の香を聞き已りて、歓喜礼拝し、発願して去る。是の功徳
に縁り、悪道に堕ちず。天上人中、常に快楽を受け、其の行く処
に随ひて、蓮華足を承け、身の諸の毛孔に、恒に香気有り」。是
れ故き智者、当に是の学を作すべし。

『金蔵論』巻二
懺悔縁第四所
引『百縁経』

６世紀後半 道紀

史料については、宮井里
佳・本井牧子編著『金蔵
論― 本文と研究―』（臨
川書店、2011年）に拠っ
た。

７ 生盲

阿那律過去正仏前燈得天眼縁  出譬
喩経  略要
昔仏在世時、諸弟子中、徳各不同。
如舎利弗、智恵第一。大日健連、神
通第一。如阿那律、天眼第一、能見
三千大千世界、乃至微細、無幽不睹。
阿難見已、而白仏言、「此阿那律、宿
有何業、天眼乃爾」。仏告阿難、「乃
往過去、九十一劫、毘婆尸仏、入涅
槃後、此人爾時、身行劫賊。入仏塔
中、欲盜塔物。時仏塔中、仏前有燈、
其燈欲滅。賊即以箭、正燈使明。見
仏威光、嗇然毛豎。即自念言、『他
人尚能、捨物求福、我云何盗』。便
捨而去。縁正燈炷福徳因縁、従是以
来、九十一劫、恒生善処、漸捨諸悪、
福祐日増。今得値我、出家修道、得
阿羅漢。三明六通具八解脱、於衆人
中、天眼徹視、最為第一。何況有人、
至心割捨、燃燈仏前、所獲福徳、難
可称量」。智度論説、「若人盜仏塔中
珠及燈明、死堕地獄。若出為人、世
世生盲」。

阿那律、過去に仏前の燈を正し天眼を得し縁　譬喩経より出づ。
略要
昔仏在世時、諸の弟子中に、徳各の同じからず。舎利弗の如き
は、智恵第一、大目健連は、神通第一、阿那律の如きは、天眼第
一にして、能く三千大千世界、乃至微細を見て、幽の睹ざる無
し。阿難見已りて、而うして仏に白して言く、「此の阿那律、宿
し何の業有りて、天眼乃爾か。」と。仏、阿難に告ぐるに、「乃往
過去の九十一劫に、毘婆尸仏、涅槃に入りて後、此の人爾時、身
行劫賊し、仏塔の中に入りて、塔物を盜らんと欲す。時に仏塔の
中、仏前に燈有りて、其の燈を滅せんと欲す。賊即ち箭を以て、
燈を正し明らかならしむ。仏の威光を見て、嗇然として毛豎つ。
即ち自ら念じて言く、『他人尚能く物を捨て福を求む。我れ云何
に盗まん。』と。便ち捨てて去りて、燈炷を正せるに縁る福徳因
縁は、是れより以来、九十一劫、恒に善処に生れ、漸く諸悪を捨
て、福祐日に増す。今我に値ふことを得て、出家修道し、阿羅漢
を得たり。三明六通を具へ、八解脱して、衆人中に於いて、天眼
にして徹し視ること、最も第一と為す。何況や人有りて、至心に
割捨して仏前に燃燈せば、獲る所の福徳、称量すべきこと難から
んや。」と。智度論に説くに、「若し人仏塔の中の珠及び燈明を盜
まば、死して地獄に堕さん。若し出でて人と為らば、世世に生盲
とならん。」と。

『金蔵論』巻五
燈縁第十八所
引『譬喩経』

６世紀後半 道紀

史料については、宮井里
佳・本井牧子編著『金蔵
論― 本文と研究―』（臨
川書店、2011年）に拠っ
た。

８ 生盲無目

…時彼烏者、乃往過去、九十一劫、
有仏出世、号毘婆尸仏。我於爾時、
為長者子、欲得出家。「是時出家、必
得羅漢」。父母不聴、強為娉妻。既
得妻已、復求出家。父母語我、「若
生一子、乃当相放」。我尋受教、後生
一男。至年六歳、我復欲去。父母教
児、来抱我脚、啼哭而言、「父若捨
我、誰見養活。先当殺児。然後可
去」。我時見已、起愛染心、即語子
言、「吾為汝故、不復出家」。由彼児
故、従是以来、九十一劫、流転五道、
未曽得見。今以道眼、観見彼烏、乃
是前子。愍其愚癡、久処生死、是以
微咲。以是因縁、若復有人、障他出
家、此人罪報、常在悪道、受極苦痛、
無得解脱。悪道罪畢、若生人中、生
盲無目。是故智者、若見有人、欲出
家者、応懃方便、勧佐令成。勿生留
難。以是因縁以下、出家功徳経説之。

…時に彼の烏は、乃往過去の九十一劫に、仏の出世有りて、毘婆
尸仏と号けり。我れ爾時に、長者の子と為りて、出家を得んと欲
して、「是の時出家して、必ず羅漢を得ん。」と。父母聴さずし
て、強ひて妻を娉らさんとす。既に妻を得已れども、復た出家を
求む。父母我に語るに、「若し一子を生まば、乃ち当に相ひ放つ
べし。」と。我教を尋ぎ受け、後に一男を生む。年六歳に至りて、
我復た去らんと欲す。父母児に教へて、来りて我が脚を抱き、啼
哭して言く、「父若し我を捨てらば、誰か養活を見ん。先づ当に
児を殺すべし。然る後に去るべし。」と。我れ時に見已りて、愛
染の心を起し、即ち子に語りて言はく、「吾れ汝の為の故に、復
た出家せざらん。」と。彼の児に由るが故に、是れより以来、九
十一劫、五道に流転し、未だ曽て見ることを得ず。今道眼を以
て、彼の烏を観て見るに、乃ち是れ前の子なり。其の愚癡を愍
び、久しく生死に処して、是を以て微咲む。是の因縁を以て、若
し復た人有りて、他の出家を障へらば、此の人の罪報、常に悪道
に在りて、極むる苦痛を受け、解脱を得ること無し。悪道の罪畢
りて、若し人中に生ぜば、盲に生れて目無し。  是の故に智者、若
し見に人有りて、出家せんと欲せらば、応に懃めて方便し、勧め
佐けて成さしむべし。留難を生すこと勿かれ。是の因縁を以て以
下、出家功徳経に之を説く。

『金蔵論』巻六
出家縁第二十
所引『法蔵経』

６世紀後半 道紀

史料については、宮井里
佳・本井牧子編著『金蔵
論― 本文と研究―』（臨
川書店、2011年）に拠っ
た。
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９ 盲父母

鸚鵡孝養盲父母得成仏縁  出雑宝蔵
経  略要
昔過去久遠、雪山之中、有一鸚鵡。
父母都盲。常取好菓、先奉父母。当
於爾時、有一田主。初種穀時、而作
願言、「所種之穀、要与衆生、而共
瞰食」。時鸚鵡子、以彼田主、先有
施心、常取其穀、以供父母。田主行
穀、見有蟲鳥揃穀穂処、瞋恚懊悩、
便設羅網、捕得鸚鵡。鸚鵡爾時、語
田主言、「田主先有好心布施。故敢
来取。如何今者、而見網捕」。田主
問言、「取穀為誰」。鸚鵡答言、「有
盲父母。願以奉之」。田主語言、「自
今以後、常於此取、勿生疑難」。畜
生尚爾孝養父母。豈況於人。仏告比
丘、「昔鸚鵡者、今我身是。時田主
者、舍利弗是。盲父母者、今我父母、
浄飯王、摩耶夫人是。  由昔孝養、今
得成仏」。

鸚鵡、盲父母に孝養し成仏を得し縁　雑宝蔵経より出づ。略要

昔過去久遠、雪山の中に、一の鸚鵡有り。父母都て盲なり。  常に
好む菓を取りて、先に父母に奉る。爾時に当り、一の田主有り。
初め穀を種く時、而うして願を作して言く、「種く所の穀、要ず
衆生に与へて、共に瞰ひ食はん。」と。時に鸚鵡の子、彼の田主
の先に施する心有るを以て、常に其の穀を取りて、以て父母に供
ふ。田主穀に行きて、蟲鳥の穀穂を揃ふる処に有るを見て、瞋恚
懊悩して、便ち羅網を設けて、鸚鵡を捕へ得たり。鸚鵡爾時、田
主に語りて言く、「田主先に心に布施を好むこと有り。故に敢へ
て来りて取る。如何にして今網捕せられん。」と。田主問ひて言
く、「穀を取るは誰が為ならん」と。鸚鵡答へて言く、「盲父母有
り。願はくは以て之を奉らんことを。」と。田主語りて言く、「自
今以後、常に此に於いて取り、疑難を生ずること勿かれ。」と。
畜生すら尚ほ爾に父母に孝養す。豈に況んや人に於いてをや。仏、
比丘に告ぐるに、「昔の鸚鵡は、今の我が身是れなり。時の田主
は、舍利弗是れなり。盲父母は、今の我が父母、浄飯王、摩耶夫
人是れなり。  昔の孝養に由りて、今成仏を得たり。」と。

『金蔵論』巻六
孝養縁第二十
二所引『雑宝

蔵経』

６世紀後半 道紀

史料については、宮井里
佳・本井牧子編著『金蔵
論― 本文と研究―』（臨
川書店、2011年）に拠っ
た。

10 一癩病人
瘡痍臭穢

絳州大徳沙門釈僧徹、少而精練。於
孤山西阿、造立堂宇。多樹林木、頗
得山居形勝。僧徹嘗出行山間、土穴
中、見一癩病人、瘡痍臭穢。  従徹乞
食。徹愍之、呼出与帰於精舎、旁為
造土穴、給衣食、教令誦法華経。此
人不識文字。性又頑鄙。徹句句授之、
殊費功力。然終不懈倦。此人誦経向
半、便夢、有人教之。自後稍聡寤。
至得五六巻、漸覚瘡愈。皆誦一部
畢、鬚眉平復、肥体如常、而能為療
疾。  臨嘗患腫。僧徹遣此人、禁呪有
験。自説云然。…

絳州の大徳沙門釈僧徹は、少くして精練なり。孤山の西の阿に堂
宇を造立す。多く林木を樹ゑたるに、頗る山居の形勝を得たり。
僧徹嘗て山間に出で行きしとき、土穴の中に、一の癩病人、瘡痍
臭穢なるを見る。  徹に従ひて食を乞ふ。徹之を愍び、呼び出して
与に精舎に帰る。旁に為に土穴を造り、衣食を給ひて、教へて法
華経を誦ましむ。此の人文字を識らず。性も又また頑鄙なり。徹
句句之に授くるに、殊に功力を費す。然れども終に懈倦せず。此
の人誦経すること半ばに向として、便ち夢みらく、人有りて之に
教ふ。自後に稍く聡寤す。五・六巻を得るに至りて、漸く瘡の愈
ゆるを覚ゆ。皆一部を誦し畢りて、鬚眉平復し、肥体常の如くに
して、能く為に疾を療す。  臨嘗て腫を患ふ。僧徹此の人を遣し
て、禁呪せしむるに験有り。自ら説きて然云ふ。…

『冥報記』
上巻３ 653年 唐臨

『大正新修大蔵経』巻51

※史料及び訓み下し文に
ついては、説話研究会編

『冥報記の研究』第１巻
（勉誠出版、1999年）及
び、伊野弘子訳注『冥報
記全釈』（汲古書院、2012
年）を参考にした。

11 瘡

華州鄭県人、張法義、年少貧野、不
修礼度。貞観十年、入華山伐枝。遇
見一僧坐巌中。法義便就与語、会天
晦冥、久坐不能帰因宿焉。僧設松柏
末、以食之。謂法義曰、「貧道居此
久。不欲外人知。檀越出慎勿言相見
也」。因為説、「俗人多罪累、死皆入
悪道。誠心懺悔、可滅之」。乃令洗
浴清浄、被僧衣、為懺悔。旦而別去。
至十九年、法義病死、埋於野外。貧
無棺槨、以薪柴不瘞之。七日而蘇、
自推去出帰家。家人驚愕審問知乃
喜。法義自説、「初死、有両人。来
取乗空南行、至官府。入大門、又巡
巷、左右皆是官曹。門閭相対、不可
勝数。法義至一曹、見官人遥責使者
曰、『是華州張法義也、本限三日至、
何因乃淹七日』。使者曰、『法義家狗
悪。兼有呪師、神見打甚困』。袒而
示之背、背皆青腫。官曰、『稽過多、
各与二十杖』。言杖亦畢。血流灑地。
官曰、『可将法義過録事』。録事署発
文書、令送付判官。判官召主典、取
法義案。案簿甚多、盈一床。主典対
法義前、披検之。其簿多先朱勾畢。
有未勾者、典則録之曰、「貞観十一
年、法義父使義、反顧張目私罵不孝。
合杖八十』。始録一条、即見巌穴中
僧来。判官起迎問僧、『何事』。僧
曰、『張義是貧道弟子、其罪並懺悔
滅。除天曹案中已勾畢。今枉追来不
合死』。主典曰、『経懺悔者、此案亦
勾了。至如張目罵父、雖蒙懺悔、事
未勾了』。僧曰、『若不如此、当取案
勘之。応有福利』。判官令主典将法
義諮王。宮在東。殿宇宏壯、侍衛数
千人、僧亦随至王所。王起迎僧曰、

『師当直来耶』。答曰、『未当次直。有
弟子張法義。被録来此。其人宿罪、
並貧道勾訖、未合死』。主典又以張
目事諮王。王曰、『張目在懺悔後。不
合免、然師為来、請可特放七日』。法
義謂僧曰、『七日既不多時。復来恐
不見師。請即住随師』。師曰、『七日
七年也。可急去』。法義固請随僧。僧
因請王筆、書義掌作一字。又請王印。
印之曰、『可急去、還家修福。若後
来不見我、宜以印呈王。王自当放汝
也』。法義乃辞之、僧令人送至其家。
家内正黒、義不敢入。使者推之遂活。
覚在土中、甚軽虚。以手推排得出。
因入山、就山僧修道」。掌中所印之
処文不識、然皆為瘡、終莫能愈。至
今尚在。  隴西王博叉居、与法義近。
委知之、為臨説云爾。

華州鄭県人、張法義は年少より貧野にして、礼度を修めず。貞観
十年に華山に入り枝を伐る。遇ま一僧の巌中に坐するを見る。法
義便ち就きて与に語り、天の晦冥に会ひ、久しく坐して帰る能は
ざるに因りて宿す。僧松柏の末を設け、以て之を食ふ。法義に謂
ひて曰く、「貧道此に居ること久し。外の人に知らせしむるを欲
せず。檀越出づるも慎みて相ひ見たるを言ふことなかれ。」と。因
りて為に説くに、「俗人罪累多く、死すれば皆悪道に入る。誠心に
懺悔すれば、之を滅すべし」と。乃ち洗浴清浄して、僧衣を被せ
て、懺悔を為さしむ。旦にして別れ去る。十九年に至りて、法義
病死し、野外に埋む。貧にして棺槨無く、薪柴を以てし、之を瘞
めず。七日にして蘇り、自ら推去して出で家に帰る。家人驚愕し
て審問し、知りて乃ち喜ぶ。法義自ら説く。「初め死して、両人
有り。来り取りて空に乗りて南行して官府に至る。大門に入り、
又た巷を巡るに、左右皆是れ官曹なり。門閣相対すること、勝げ
て数ふべからず。法義一曹に至りて見るに、官人の遥るかに使者
を責めて曰く、『是れ華州の張法義、本と三日を限るに、何に因
りてか、乃ち七日に淹るに至るか。』と。使者曰く、『法義の家の
狗悪し。兼て呪師有りて、神に打たれ甚だ困しむ。』と。袒ぎて
之に背を示せば、背皆青く腫る。官曰く、『稽ふるに、過多し。
各の二十杖を与へよ。』と。言ひて杖して亦た畢る。血流れ地に
灑ぐ。官曰く、『法義を将て録事を過ぎるべし。』と。録事署して
文書を発し、判官に送付せしむ。判官主典を召して、法義の案を
取る。案簿甚だ多く、一床に盈つ。主典、法義の前に対ひ、之を
披検す。其の簿多く先に朱勾し畢れり。未だ勾せざる者有れば、
典則ち之を録して曰く、『貞観十一年に、法義の父、義を使ひし
とき、反顧して目を張り私かに罵るは不孝なり。合に杖八十とす
べし。』と。始めて一条を録するに、即ち巌穴中の僧来るを見る。
判官起ちて迎へ僧を問ふ。『何事ぞ。』。僧曰く、『張義は、是れ貧
道の弟子にして、其の罪は並びに懺悔し滅す。天曹の案中より除
くこと已に勾し畢る。今枉げて追ひ来るも、合に死すべからず。』
と。主典曰く、『懺悔を経たる者は、此の案亦た勾し了りぬ。目
を張りて父を罵るの如きに至りては、懺悔を蒙ると雖も、事未だ
勾せざり了りぬ。』と。僧曰く、『若し此くの如くあらざれば、当
に案を取りて之を勘ふべし。応に福利有るべし。』と。判官、主
典をして法義を将て王に諮らしむ。宮東に在り。殿宇宏壯、侍衛
数千人、僧も亦た随ひて王の所に至る。王起ちて僧を迎へて曰
く、『師直に当りて来れるや。』と。答へて曰く、『未だ次の直に
当たらず。弟子張法義、録せられて此に来る有り。其の人の宿罪
は、並びに貧道勾し訖り、未だ死に合はず。』と。主典又た目を
張ることを以て、事を王に諮る。王曰く、『目を張るは、懺悔の
後に在り。合に免ずべからざれども、然るに師来り請ふが為に、
特に放つこと七日なるべし。』と。法義僧に謂ひて曰く、『七日既
に多からず。時に復た来り師に見えざるを恐る。請ふ即ち住まり
て師に随はしめよ。』と。師曰く、『七日は七年なり。急ぎ去るべ
し。』と。法義固く僧に随はんことを請ふ。僧因りて、王に筆を
請ひ、義の掌に書して一字を作す。又た王に印せんことを請ふ。
之に印して曰く、『急ぎ去りて、家に還りて修福すべし。若し後
来りて我に見へざれば、宜しく以て印を王に呈すべし。王自ら当
に汝を放つべきなり。』と。法義乃ち之を辞し、僧人をして其の
家に送り至らしむ。家内正に黒く、義敢へて入らず。使者之を推
すに遂に活く。土中に在るを覚ゆるも、甚だ軽虚なり。手を以て
推排し出づるを得たり。因りて山に入り、山僧に就きて道を修め
り。」と。掌中の印する所の処の文識らず。然るに皆瘡と為り、
終に能く愈ゆること莫し。  今に至るまで尚ほ在り。隴西の王博叉
居するに法義と近し。委しく之を知り、臨の為に説きて爾云ふ。

『冥報記』
下巻23

※尊経閣本で
　は下巻24　

653年 唐臨

『大正新修大蔵経』巻51。

※史料及び訓み下し文に
ついては、説話研究会編

『冥報記の研究』第１巻
（勉誠出版、1999年）及
び、伊野弘子訳注『冥報
記全釈』（汲古書院、2012
年）を参考にした。
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12 大瘡洪爛

東宮右監門兵曹参軍鄭師辨、年未弱
冠時、暴病死、三日而蘇。自言、「有
数人、見収将行入官府大門。見有囚
百余人。皆重行北面立。凡為六行。
其前行者、形状肥白、好衣服、如貴
人。後行、漸痩悪。或著枷鎖、或但
去巾帯。皆行連袂、厳兵守之。師辨
至、配入第三行東頭第三立。亦去巾
帯連袂。辨憂懼、専心念仏。忽見生
平相識僧来。入兵囲行内、兵莫之
止。因至辨所、謂曰、「平生不修福。
今忽至此如何」。辨求哀請救。僧曰、

「吾今救汝、得出可持戒也」。辨許諾。
須臾吏引入諸囚、至官前。以次訐問
至辨。因見向者。僧為官説其福業。
官曰、「放之」。僧因引辨出至門外、
為授五戒。用瓶水潅其額、謂曰、「日
西当活」。又以黄帔一枚与辨曰、「披
此至家、置浄処也」。仍示帰路。辨
披之而帰、至家畳帔置床角上。既而
目開身動。家人驚散謂、「欲起屍」。
唯母不去問曰、「汝活耶」。辨曰、「日
西当活」。辨意時疑日午問母。母曰、

「夜半」。方知死生返昼夜也。既至日
西、能食而愈。猶見帔在床頭。及辨
能起、帔形漸滅、而尚有光、七日乃
尽。辨遂持五戒。後数年、有人勧食
豬肉。辨不得已、食一臠。是夜夢、已
化為羅刹。爪歯各長数尺、捉生豬食
之。既曉覚口腥唾出。而使人視之、
満口中尽是凝血。辨驚懼不敢食肉。
又数年娶妻。妻逼之食。食乃無験。
然而辨自六年来、鼻常有大瘡洪爛、
然自不能愈。或恐以破戒之故也。  

（臨昔与辨同直東宮。見其自説云爾）。

東宮右監門兵曹参軍鄭師辨は、年未だ弱冠ならざる時、暴かに病
みて死し、三日にして蘇る。自ら言く、「数人有りて、収められ
将に行きて官府の大門に入る。囚百余人有るを見る。皆重行北面
して立つ。凡て六行を為す。其の前行の者、形状肥白にして、好
き衣服は、貴人の如し。後行は、漸く痩悪なり。或は枷鎖を著
け、或は但だ巾帯を去る。皆行くに袂を連ね、厳兵之を守る。師
辨至りて、第三行の東頭の第三に配入されて立つ。亦た巾帯を去
り袂を連ぬ。辨憂懼して、専心に念仏す。忽ち生平相識の僧来る
を見る。兵囲の行内に入るも、兵之を止むること莫し。因りて辨
の所に至りて、謂ひて曰く、『平生福を修せず。今忽ち此に至る
は如何。』と。辨哀を求め救はんことを請ふ。僧曰く、『吾れ今汝
を救はん。出づるを得ば戒を持すべし。』と。辨許諾す。須臾に
して吏諸囚を引き入れ、官の前に至る。次を以て訐問して辨に至
る。因りて向の者を見る。僧為に官に其の福業を説く。官曰く、

『之を放て。』と。僧因りて辨を引きて出でて門外に至り、為に五
戒を授く。瓶水を用ひ、其の額に潅ぎ、謂ひて曰く、『日、西す
れば当に活くべし。』と。又黄帔一枚を以て、辨に与へて曰く、

『此を披て家に至らば、浄処に置け。』と。仍りて帰路を示す。辨
之を披て帰り、家に至りて帔を畳み、床の角上に置く。」と。既
にして目開き身動く。家人驚き散じて謂く、「屍起きんとす。」と。
唯だ母去らずして問ひて曰く、「汝活る耶。」と。辨曰く、「日西
すれば当に活るべし。」と。辨意に時に日は午なるかと疑ひ、母
に問ふ。母曰く、「夜半なり。」と。方に死生は昼夜を返すを知る
なり。既に日西するに至り、能く食して愈ゆ。猶ほ帔の床頭に在
るを見る。辨能く起つに及び、帔の形漸く滅し、而も尚ほ光有る
こと七日にして乃ち尽く。辨遂に五戒を持す。後に数年、人の豬
肉を食せんことを勧むること有り。辨已むを得ず、一臠を食す。
是の夜に夢みらく、已に化して羅刹と為り、爪歯各の長さ数尺に
して、生豬を捉へ之を食す。既に曉け覚むれば、口腥く唾出す。
而うして人をして之を視しむれば、口中尽く是れ凝血に満つ。辨
驚き懼れ、敢へて肉を食せず。又た数年にして妻を娶る。妻之を
食せんことを逼る。食すれども乃ち験無し。然れども辨六年より
来のかた、鼻は常に大瘡有りて洪爛し、然るに自ら愈るを能は
ず。或は以て戒を破るの故なるかを恐る。  〈臨昔辨と与に同じく
東宮に直す。其れを見るに自ら説きて爾云ふ〉。

『冥報記』
中巻17

※尊経閣本で
　は中巻12　

653年 唐臨

『大正新修大蔵経』巻51。

※史料及び訓み下し文に
ついては、説話研究会編

『冥報記の研究』第１巻
（勉誠出版、1999年）及
び、伊野弘子訳注『冥報
記全釈』（汲古書院、2012
年）を参考にした。

13 瘡

隴西李大安、工部尚書大高之兄也。
武徳年中、大高為越州総管。大安自
従京往省之。大高遣奴婢数人従兄
帰。至穀州鹿橋、宿於逆旅。其奴有
謀殺大安者。候其睡熟、以小剣刺大
安項洞之。刀著于床、奴因不抜而逃。
大安驚覚呼奴。其不叛奴婢至欲抜
刀。大安曰、「抜刀便死。可先取紙
筆。作書」。奴仍告主人訴県。大安
作書畢、県官亦至。因為抜刀、洗瘡
加薬、大安遂絶。  忽如夢者、見一物
長尺余、闊厚四五寸、形似豬肉。去
地二尺許。従戸入来、至床前、其中
有語曰、「急還我肉」。大安曰、「我不
食豬肉。何縁負汝」。即聞戸外有言
曰、「錯。非也」。此物即還、従戸出
去。大安仍見庭前有池。水清浅可愛。
池西岸上、有金仏像。可高五寸、須
臾漸大、而化為僧。被縁袈裟甚新浄、
謂大安曰、「被傷耶。我今為汝将痛
去。汝当平復。還家念仏修善也」。因
以手摩大安項瘡而去。  大安誌某形
状、見僧背有紅絵補袈裟。可方寸
許。甚分明。既而大安覚遂蘇、而瘡
亦不復痛。能起坐食、十数日、京室
子弟、迎至還家。家人故来視。大安
為説被傷由状、及見僧像事。有一婦。
在旁聞説、因言、「大安之家初行也。
安妻使婢詣像工、為安造仏像。像成
以緑画衣、有一点朱、汗背上。当遣
像工去之不肯。今仍在。形状如郎君
所説」。大安因与妻及家人共起観像。
乃所見者也。其背朱点、宛然補処。
於是歎異、遂崇信仏法。大安妻夏候
氏〈即郎州刺史絢之妹。先為臨説。
後大安兄子道裕為大理卿。亦説云
爾〉。

隴西の李大安は、工部尚書大高の兄なり。武徳年中、大高越州総
管と為る。大安自ら京より往きて之を省る。大高、奴婢数人を遣
して兄に従ひて帰らせる。穀州の鹿橋に至り、逆旅に宿す。其の
奴に大安を謀殺せんとする者有り。其の睡熟するを候ひ、小剣を
以て大安の項を刺し之を洞く。刀床に著き、奴因りて抜かずして
逃ぐ。大安驚き覚めて奴を呼ぶ。其の叛らざりし奴婢至りて刀を
抜かんとす。大安曰く、「刀を抜かば便ち死す。先づ紙筆を取る
べし。書を作さん」と。奴仍りて主人に告げ県に訴ふ。大安書を
作り畢り、県官亦た至る。因りて為に刀を抜き、瘡を洗い薬を加
ふるも、大安遂に絶ゆ。  忽ち夢みる者の如く、一物の長さ尺余、
闊厚四五寸にして、形は豬肉の似きものを見る。地を去ること二
尺許なり。戸より入り来り、床の前に至りて、其の中に語有りて
曰く、「急に我が肉を還せ」と。大安曰く、「我れ、豬肉を食せ
ず。何に縁りて汝に負はん」と。即ち戸外に言有あるを聞きて曰
く、「錯てり。非ざるなり」と。此の物即ち還り、戸より出で去
る。大安仍りて庭前を見るに池有り。水清く浅く愛すべし。池の
西岸の上に、金の仏像有り。高さ五寸ばかり、須臾にして漸く大
にして、化して僧と為る。縁の袈裟の甚だ新浄なるものを被て、
大安に謂ひて曰く、「傷つけらるるや。我れ今汝の為に痛みを将
て去らむ。汝当に平復すべし。家に還りて念仏し善を修するな
り」と。因りて手を以て大安の項の瘡を摩でて去る。  大安その形
状を誌すに、僧の背に紅き絵有りて袈裟を補ふを見る。方寸許り
なるべし。甚だ分明なり。既にして大安覚め遂に蘇り、而も瘡亦
た復た痛まず。  能く起ちて坐食すること十数日、京の室の子弟、
迎へ至りて家に還る。家人故に来りて視る。大安為に傷つけられ
し由の状、及び僧の像を見し事を説く。一婦有り。旁に在りて説
を聞き、因りて言く、「大安の家に初めて行きしときなり。安の
妻、婢をして像工に詣り、安の為に仏像を造らしむ。像成りて緑
を以て衣を画けば、一点の朱有りて背上を汗す。当に像工をして
之を去らしむに肯ぜず。今も仍りて在り。形状は郎君の説く所の
如し。」と。大安因りて妻及び家人と共に起ちて像を観る。乃ち
見し所の者なり。其の背の朱点、宛然に補ひし処なり。是に於い
て歎異し、遂に仏法を崇信す。大安の妻は夏候氏なり。〈即ち郎
州刺史絢の妹なり。先に臨の為に説く。後に大安の兄の子道裕大
理卿と為る。亦た説きて爾云ふ。〉

『冥報記』
中巻11

※尊経閣本で
　は中巻８　

653年 唐臨

『大正新修大蔵経』巻51。

※史料及び訓み下し文に
ついては、説話研究会編

『冥報記の研究』第１巻
（勉誠出版、1999年）及
び、伊野弘子訳注『冥報
記全釈』（汲古書院、2012
年）を参考にした。

14 身已爛壊
遍体瘡潰

唐西京清禅寺先有純金像一躯、長一
尺四寸、重八十両、隋文帝之所造也。
貞観十四年、有賊孫徳信偽造璽書、
将一閹豎子、詐称勅遣取像。寺僧聞
奉勅索、不敢拒付之。経宿事発、像
身已被鋳破、唯頭不銷。太宗大恕、
処以極刑。徳信未死之間、身已爛壊、
遍体瘡潰。  寺僧更加金如法鋳成。

唐の西京の清禅寺に先に純金の像一躯有り。長さは一尺四寸、重
さは八十両、隋の文帝の造りし所なり。貞観十四年、賊孫徳信有
りて壐書を偽造し、一の閹豎の子を将て、勅を詐称して像を取ら
しむ。寺僧勅を奉りて索るを聞き、敢へて拒まずして之を付す。
経宿するに事発し、像身已に鋳破せられ、唯だ頭のみ銷されず。
太宗大いに恕りて、処するに極刑を以てす。徳信未だ死せざるの
間、身已に爛壊し、体の瘡遍くして潰る。  寺僧更に金を加へ如法
に鋳成す。

『冥報拾遺』
唐清禅寺

唐代
（７世紀後半ヵ） 朗余令

方詩銘輯校『冥報記・広
異記』（中華書局、1992
年）
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15

①眼鼻遽喎
　眉鬚卽落

②迷惑失道
　精神沮喪

③悪疾　　

唐斉州高遠県人杜通達、貞観年中、
県丞命令送一僧向北。通達見僧経
箱、謂言、「其中総是絲綢」。乃与妻
共計、擊僧殺之。僧未死間、誦呪三
両句。遂有一蠅飛入其鼻、久悶不
出。通達眼鼻遽喎、眉鬚即落、迷惑
失道、精神沮喪。未幾之間、便遇悪
疾、不経一年而死。臨終之際、蠅遂
飛出、還入妻鼻。其妻得病、歲余復卒。

唐斉州高遠県人杜通達、貞観年中に、県の丞の命令にて一僧を送
りて北に向ふ。通達僧の経箱を見て、謂ひて言く、「其の中は総
て是れ絲綢なり。」と。乃ち妻と共に計りて、僧を擊ちて之を殺
す。僧未だ死せざる間、呪三両句を誦す。遂に一蠅有りて其の鼻
に飛び入りて、久しく悶ひて出でず。通達眼鼻遽に喎み、眉鬚即
ち落ち、迷惑して道を失ひ、精神沮喪なり。  未だ幾ばくならざる
の間、便ち悪疾に遇ひ、一年を経ずして死す。臨終の際、蠅遂に
飛び出で、還りて妻の鼻に入る。其の妻病を得て、歲余にして復
た卒す。

『冥報拾遺』
唐杜通達

（『法苑珠林』
巻七〇）　　

唐代
（７世紀後半ヵ） 朗余令

方詩銘輯校『冥報記・広
異記』（中華書局、1992
年）

16

悪疾　　

身体瘡爛
手足指落

冀州故観城人姜滕生、武徳末年、忽
遇悪疾、遂入蒙山医療、積年不損。
後始還家、身体瘡爛、手足指落。  夜
眠、忽夢見一白石像、可長三尺許、
謂之曰、「但為我続手、令爾即差」。
至旦忽憶、於武徳初年在黍地裏打
雀、於故村仏堂中取維摩経裂破、用
驚杖頭嚇雀。有人見者云道、「裂経
大罪」。滕生反更悪罵、遂入堂中、
打白石像右手総落。夢中所見、宛然
旧像。遂往仏前、頭面作礼、尽心悔
過、雇匠続其像手、造経四十巻、営
一精舎。一年之内、病得痊愈、鄉人
号為聖像。其堂及像並皆見在。

冀州の故観城の人姜滕生、武徳末年、忽に悪疾に遇ひ、遂に蒙山
に入りて医療するも、積年損はず。後に始めて家に還るに、身体
の瘡爛れ、手足の指落つ。  夜眠るに、忽に夢みらく、一の白き石
像を見るに、長さ三尺ばかりなり。謂ひて曰く、「但だ我の手を
続がむが為に、爾をして即ち差ばしむ。」と。旦に至りて忽に憶
ふに、武徳初年に黍地の裏に在りて雀を打ち、故き村の仏堂の中
に於いて維摩経を取りて裂破し、用て杖頭に繋ぎ雀を嚇す。人有
りて見る者、道を云く、「経を裂くは大罪なり。」と。滕生反りて
更に悪罵し、遂に堂中に入り、白き石像の右手を打ちて総て落
つ。夢の中に見しところは、宛然に旧像なり。遂に仏前に往き、
頭面作礼し、心を尽くして悔過し、匠を雇ひて其の像の手を続
ぎ、経四十巻を造り、一の精舎を営む。一年の内に、病は痊愈を
得たり。郷人号して聖像と為す。其の堂及び像並びに皆見在す。

『冥報拾遺』
唐姜滕生

（『法苑珠林』
巻七九）

唐代
（７世紀後半ヵ） 朗余令

方詩銘輯校『冥報記・広
異記』（中華書局、1992
年）

17 体上有瘡
大有膿血

唐龍朔元年、洛州景福寺比丘尼修
行。房中有侍童任五娘、死後、修行
為五娘立霊座。経月余日、其姉及弟
於夜中忽聞霊座上呻吟。其弟初甚恐
懼、後乃問之、答曰、「我生時於寺
上食肉、坐此大苦痛、我体上有瘡、
恐汚床席。汝可多将灰置床上也」。
弟依其言。置灰後、看床上大有膿
血。  又語弟曰、「姉患不能縫衣。汝
大継縷、宜将布来。我為汝作衫及
韈」。弟置布於霊床上、経宿即成。
又語其姉曰、「児小時染患、遂殺一
螃蟹、取汁塗瘡得差。今入刀林地
獄、肉中現有折刀七枚。願姉慈念、
為作功徳救助。知姉煎迫、交不済
弁。但随身衣服無益死者、今並未壊、
請以用之」。姉未報間、乃曰、「児自
取去」。良久又曰、「衣服已来、見在
床上」。其姉試往観之、乃所斂之服
也。遂送浄土寺宝歓師処、憑写金剛
般若経毎写一巻了、即報云、「已出
一刀」。凡写七巻了、乃云、「七刀並
得出訖。今蒙福助、即往託生」。与
姉及弟哭别而去。吴興沈玄法説。浄
土寺僧智整所説亦同。

唐の龍朔元年、洛州の景福寺の比丘尼修行す。房中に侍童の任五
娘有りて、死後、修行して五娘の為に霊座を立つ。月余の日を経
て、其の姉及び弟、夜中に忽に霊座の上に呻吟を聞く。其の弟初
め甚だ恐懼し、後に乃ち之を問ふに、答へて曰く、「我れ生時に
寺の上に於いて肉を食するに、此に坐して大いに苦痛す。我が体
の上に瘡有り。恐るらくは床席を汚さん。汝灰を将って床の上に
置くこと多かるべし。」と。弟其の言に依る。灰を置きて後、床
の上に大いに膿血有るを看る。  又弟に語りて曰く、「姉患ひて、
衣を縫ふこと能はず。汝大いに縷を継ぎ、宜しく布を将って来る
べし。我汝の為に衫及び韈を作らん。」と。弟、布を霊床の上に
置くに、経宿して即ち成る。又其の姉に語りて曰く、「児小き時
に患に染みて、遂に一の螃蟹を殺し、汁を取りて瘡に塗りて差ゆ
るを得たり。今刀林地獄に入り、肉の中に現に折れし刀七枚を有
す。願はくは姉慈念し、功徳を作さんが為に救助せんことを。姉
の煎迫を知るに、交に済弁せず。但し随身の衣服は死者に益無く
して、今並びに未だ壊れず。請ふらくは以てこれを用いん。」と。
姉未だ報へざるの間、乃ち曰く、「児自ら取りて去らん。」と。良
久しくして又曰く、「衣服已に来たり。床の上に在るを見よ。」と。
其の姉試に往きて之を観るに、乃ち斂めし所の服なり。遂に浄土
寺の宝歓師の所に送り、金剛般若経を写さんことを憑みて、毎に
一巻を写し了れば、即ち報へて云く、「既に一刀出でたり。」と。
凡そ七巻を写し了れば、乃ち云く、「七刀並びに出し訖ぬること
得たり。今福助を蒙り、即ち往きて託生す。」と。与に姉及び弟
と与に、哭き別れて去る。呉興の沈玄法説く。浄土寺の僧智整の
説く所も亦た同じきなり。

『冥報拾遺』
唐任五娘

（『法苑珠林』
巻九四）

唐代
（７世紀後半ヵ） 朗余令

方詩銘輯校『冥報記・広
異記』（中華書局、1992
年）

18
癲人

瘡

唐絳州南孤山陥泉寺沙門徹禅師、曽
行遇癲人在穴中、徹師引出山中、為
鑿穴給食、令誦法華経。素不識字。
加又頑鄙。句句授之、終不辞倦。誦
経向半、夢有教者。自後稍聡。得五
六巻、瘡漸覚愈。一部既了、鬚眉平
復、膚色如常。  故経云、「病之良薬、
斯言験矣」。

唐の絳州南孤山の陥泉寺の沙門徹禅師、曽て行きて癲人の穴中に
在るに遇ふ。徹師山中に引出し、為に穴を鑿ちて食を給ひ、法華
経を誦せしむ。素より字を識らず。加えて又頑鄙なり。句句之を
授くるも、終に辞び倦まず。誦経半ばに向として、夢に教者有
り。自後稍く聡る。五・六巻を得るに、瘡漸く愈ゆるを覚ゆ。一
部既に了るに、鬚眉平復し、膚色常の如し。  故に経に云く、「病
の良薬なりといふは、斯く言ふ験なり。」と。

『冥報拾遺』
唐徹禅師

（『法苑珠林』
巻九五）

唐代
（７世紀後半ヵ） 朗余令

方詩銘輯校『冥報記・広
異記』（中華書局、1992
年）

19 癩死

宋元嘉六年、賈道子行荊上。明見芙
蓉方発、聊取還家。聞華有声。怪尋
之、得一舎利。白如真珠、焔照梁棟。
敬之擎以箱盛、懸于屋壁。家人毎見
仏僧外来、解所被躍坐案上。有人寄
宿。不知汚慢之。乃夢人告曰、「此
有釈迦真身。衆聖来敬。爾何行悪。
死堕地獄、出為尼婢。何得不怖」。其
人大懼、無幾癩死。舎利屋地生荷八
枚、六旬乃枯。歳餘失之、不知所去。

宋元嘉六年、賈道子荊の上を行く。明に芙蓉の方に発さんを見
て、聊く取りて家に還る。華の声有るを聞く。怪しびて之を尋ぬ
るに、一の舎利を得たり。白きは真珠の如くして、焔は梁棟を照
らす。之を敬ひて擎げ箱を以て盛り、屋の壁に懸く。家人毎に仏
僧外来して、被ふ所を解き躍りて案上に坐するを見る。有る人寄
宿す。知らずして之を汚し慢る。乃ち夢に人告げて曰く、「此れ
釈迦の真身有り。衆聖来りて敬ふ。爾何ぞ悪を行はんや。死して
地獄に堕ち、出でて尼婢と為らん。何ぞ怖れざるを得んや。」と。
其の人大いに懼れ、無幾して癩死す。舎利の屋の地に生ふる荷八
枚、六旬して乃ち枯る。歳餘にして之を失ひ、去る所を知らず。

『集神州三宝感
通録』巻上 664年 道宣

『大正新脩大蔵経』巻52

※早稲田大学大学院東洋
美術史編『美術史料とし
て読む『集神州三宝感通
録』巻上―釈読と研究―

（五）』を参考にした。

20
癲者

瘡

絳州南孤山陥泉寺僧徹禅師、曽行遇
癩者在穴中。徹引至山中。為鑿穴給
食、令誦法花。素不識字。加又頑鄙、
句句授之、終不辞倦。誦経向半、夢
有教者。自後稍聡。得五六巻、瘡漸
覚愈。一部既了、鬚眉平服、膚色如
常。故経云、「病之良薬。斯誠験矣」。

絳州南孤山陥泉寺の僧徹禅師、曽て行きて癩者の穴中に在るに遇
ふ。徹引きて山中に至る。為に穴を鑿ちて食を給ひ、法花を誦せ
しむ。素より字を識らず。加えて又頑鄙なれども、句句之を授く
るに、終に辞び倦まず。誦経半ばに向とするに、夢に教者有り。
自後稍く聡る。五六巻を得るに、瘡漸く愈ゆるを覚ゆ。一部既に
了るに、鬚眉平服し、膚色常の如し。  故に経に云く、「病の良薬
なり。斯れ誠の験なり。」と。

『集神州三宝感
通録』巻上 664年 道宣 『大正新脩大蔵経』巻52
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21 一盲人

扶風岐山南古塔者、在平原上南下北
高。東去武亭川十里、西去岐山県二
十里、南去渭水三十里、北去岐山二
十里。一名馬額山、同岐山。斯並在
大山之北。南有小山東西而列、中間
大谷、南与北別。故号岐山。岐即分
也。西北二十余里有鳳泉。泉在岐山
之陽極高顕。即周文時、鸑鷟鳴於岐
山。斯地是也。飲此泉水故号鳳泉。
又南飛至終南之陰。故渭南山下亦有
鳳泉。又西南飛越山至于河池。今所
謂鳳州古河池郡是也。不可窮鳳之始
末。且論置塔之根原。故隋高美其地
泉、仍就置塔。俯臨目極、誠為虚迥。
寺名久廃、僧徒化往、人物全希。塔
将頽壊。余往観焉。榛叢弥満、雖無
黍離之実、深切黍離之悲。
今平原上塔、俗諺為阿育王寺。郷曰
柳泉。取其北山之旧号耳。周魏以前
寺名育王、僧徒五百。及周滅法、廂
宇・外級唯有両堂独存。隋朝置之
名成実寺。大業五年僧不満五十人者
廃之。此寺従廃、入京師宝昌寺。其
塔故地仍為寺荘。唐運伊始義寧二
年、宝昌寺僧普賢、慨寺被廃没諸草
莽、具状上請。于時特蒙大丞相見識
昔曽経往。覧表欣然仍述本由、「可
名法門寺」。自爾至今。武徳二年、薛
挙称兵将事南。及大宗率師薄伐、初
度八十僧、未有住寺。宝昌寺僧恵業
掃洒鳳泉、以僧未配、遂奏請住法門。
蒙勅「依奏」。便総住焉。年歳既久
殂落略尽。寺在孤城之中。問其本起、
乃云、「大業末年四方賊起。諸郷在
平原之上、無以自安。乃共築此城以
防外寇。唐初、雑住未得出居。延火
焚之、一切都尽。二堂余燼燋黒尚
存」。
貞観五年、岐州刺史張亮素有信向、
来寺礼拝。但見古基、曽無上覆。奏、

「勅望雲宮殿以蓋塔基」。下詔許之。
因搆塔上尊厳相顕。古老伝云、「此
塔一閉、経三十年。一示人令生善」。
亮聞之、以貞観年中、請開剖出舎利
以示人。恐因聚衆不敢開塔、有勅並
許。遂依開発、深一丈余獲二古碑。
並周魏之所樹也。文不足観故不載
録。光相照燭同諸舎利。既出舎利通
現道俗、無数千人一時同観。有一盲
人積年目冥、急努眼直視、忽然明
浄。京邑内外崩騰同赴。屯聚塔所日
有数千。舎利高出衆人同見、於方骨
上見者不同。或見如玉白光映徹、或
見緑色。或不見者問衆人曰、「舎利
何在」。時有一人。以不見故感激懊
悩、搥胸而哭。衆人愍之、吊問曰、

「汝是宿作。努力懺悔。何用搥胸」。
此人見他焼指行供養者、即以麻纒母
指焼之、遶塔而走。火盛心急来舎利
所、欻然得見。歓喜踊躍跳躑不覚指
痛。火滅心歇還復不見。（後略）

扶風の岐山の南の古塔は、平原の上に在りて南は下く北は高し。
東は武亭川を去ること十里、西は岐山県を去ること二十里、南は
渭水を去ること三十里、北は岐山を去ること二十里なり。一つの
名は馬額山、岐山に同じきなり。斯れ並びに大きなる山の北に在
り。南は小さき山有りて東西に列なり、中間に大谷、南は北と別
れる。故に岐山と号す。岐は即ち分つなり。西北二十余里に鳳泉
有り。泉は岐山の陽極に在りて高く顕かなり。即ち周文の時、鸑
鷟岐山に於いて鳴く。斯の地是なり。此の泉の水を飲みしが故に
鳳泉と号す。又南に飛びて終南の陰に至る。故に渭南山の下に亦
た鳳泉有り。又西南に飛びて山を越え河池に至る。今謂ふ所の鳳
州の古河池郡は是なり。鳳の始末を窮むべからず。且た塔を置く
の根源を論ず。故の隋高は其の地の泉を美め、仍て就きて塔を置
く。俯して臨めば目極まり、誠に虚迥と為す。寺名久しく廃し、
僧徒化往し、人物全て希なり。塔将に頽壊せんとす。余往きて焉
を観る。榛叢弥満ち、黍離の実無しと雖も、黍離の悲しみ深く切
なり。
今平原の上の塔、俗諺に阿育王寺と為す。郷は柳泉と曰ふ。其の
北山の旧号を取るのみ。周魏以前に寺の名は育王にして、僧徒五
百なり。周の滅法に及び廂宇・外級は唯だ両堂に有りて独り存す
るのみ。隋朝之を置きて成実寺と名づく。大業五年僧五十人に満
たざれば之を廃す。此の寺従ひて廃され、京師宝昌寺に入る。其
の塔の故地仍て寺の荘と為る。唐運伊れ始むる義寧二年、宝昌寺
僧普賢、寺廃せられて諸の草莽に没せるを慨き、具状して上請
す。時に特に大丞相の見識を蒙るに昔曽て経往す。表を覧て欣然
として仍て本の由を述ぶるに、「法門寺と名づくべし。」と。爾よ
り今に至る。武徳二年に、薛挙兵を称げ将に南を事とせんとす。
大宗率師して薄伐するに及びて、初め八十僧を度するに、未だ住
む寺有らず。宝昌寺僧恵業、鳳泉を掃洒すれども、僧の未だ配せ
ざるを以て、遂に奏して法門に住するを請ふ。勅を蒙るに「奏に
依れ。」と。便く総て住せり。年歳既に久しくして殂落して略ぼ
尽けり。寺孤城の中に在り。其の本起を問ふに、乃ち云く、「大
業末年に四方に賊起く。諸郷平原の上に在りて、以て自ら安んず
ること無し。乃ち共に此の城を築きて以て外寇を防ぐ。唐初、雑
住未だ居を出づるを得ず。延火してこれを焚き、一切都て尽け
り。二堂余燼燋するも黒くして尚ほ存せり。」と。
貞観五年、岐州の刺史張亮素より信向有りて、寺に来りて礼拝
す。但だ古の基を見るに、曽て上を覆ふもの無し。奏するに、「望
雲宮殿をして以て塔基を蓋ふを勅さんことを。」と。詔を下して
之を許す。因りて塔上に搆ふること尊厳相顕らかなり。古老伝へ
て云く、「此の塔一たび閉じて、三十年を経たり。一たび人に示
さば善を生ぜしむ。」と。亮これを聞きて、以て貞観年中に、開
き剖きて舎利を出し以て人に示さんことをを請ふ。因を恐るる聚
衆敢へて塔を開かざるも、勅有りて並びに許す。遂に開き発すに
依りて、深さ一丈余にして二の古碑を獲る。並びに周魏の樹つ所
なり。文観るに足らざるが故に載録せず。光相照燭すること諸の
舎利に同じ。既に舎利を出して道俗に通く現すに、無数千人一時
に同に観る。一の盲人の積年に目冥きもの有りて、急に眼を努め
て直視するに、忽然として明浄なり。  京邑の内外崩騰して同に赴
く。塔の所に屯聚するもの日に数千有り。舎利高く出して衆人同
に見るに、方骨の上に於いて見るは同じからず。或は玉の如く白
光映徹なるを見て、或は緑色に見ゆ。或は見えざる者衆人に問ひ
て曰く、「舎利何れに在るや。」と。時に一人有り。以て見えざる
故に感激懊悩して、胸を搥きて哭す。衆人之を愍み、吊ひ問ひて
曰く、「汝是れ宿の作すなり。努力して懺悔せよ。何を用て胸を
搥かん。」と。此の人他の指を焼きて供養を行ふ者を見て、即ち
麻を以て母指を纒めて之を焼き、塔を遶りて走る。火盛り心急く
して舎利の所に来るに、欻然として見るを得たり。歓喜・踊躍・
跳躑して指痛を覚えず。火滅えて心歇きて還るに復た見えず。（後
略）

『集神州三宝感
通録』巻上 664年 道宣

『大正新脩大蔵経』巻52

※早稲田大学大学院東洋
美術史編『美術史料とし
て読む『集神州三宝感通
録』巻上―釈読と研究―

（三）』を参考にした。

22 眉毛墮落
瘡疾遍身

釈法念、姓王氏、大原之茂族也。年
三十出家。性簡傲喜遊。放頗従習、
衆莫歯之。嘗夢、入幽司具受楚毒。
及覚転念悛革。而未知津向。時遇沙
門智炬等。頻冒冥感、遂専誠転読不
息晨昏、毎一執経、涕泣横墜。若此
者、三載于茲矣。後忽眉毛墮落。瘡
疾遍身。念弄慶交襟。欣斯現受、大
設施会、以答神功。懃加転読、復経
三載。乃身瘡漸愈焉。念自爾広勧士
俗、依之懺洗、繕 之家。十室而九。
年六十有八、終於所住。

釈法念は、姓は王氏、大原の茂族なり。年三十にして出家す。性
は簡傲にして喜遊なり。放に頗る習に従ひ、衆これを歯ふること
莫し。嘗て夢みらく、幽司に入りて具に楚毒を受く。覚むるに及
び転念し悛革す。而るに未だ津向を知らず。時に沙門智炬等に遇
ふ。頻りに冥感を冒るに、遂に専誠に転読して晨昏に息まざれど
も、一つ経を執る毎に、涕泣して横に墜す。此くの若きは、茲に
三載なり。後に忽ちに眉毛墮落す。瘡疾身に遍し。念弄び慶び襟
を交はる。斯く現に受くるを欣び、大いに施会を設け、以て神功
に答ふ。懃に転読を加へて、復た三載を経たり。乃ち身瘡漸く愈
ゆ。念自爾に広く士俗に勧めて、之に依りて懺洗し、 の家を繕
ふ。十室にして九なり。年六十有八、所住に於いて終ふ。

『華厳経伝記』
巻第四・
転読第八

唐
690年頃

以降
法蔵

『大正新脩大蔵経』巻51

『新纂  大日本続蔵経』第
77巻

Ⅰ．中国仏教説話（六朝隋唐期）の疾病（障害）関係史料目録

－7－



原文表記 史料 訓み下し文 史料名 成立年・時期 著者・編者名 書誌・参考文献等

23
患癭

瘡

釈弘宝、不知其氏族。居淄州鄒平縣
蔡丘之南。十八出家。住弘真寺小小
患癭。後時転劇。救療莫瘉。遂大如
斗。於是首不能俛。視唯天外、驟雨
飄風、流入鼻口、飲食滲漱。非意艱
辛。豈直親鄰軽鄙。亦乃自懐悲毒。
年三十五、忽遇一僧。教読華厳、除
其宿障。宝乃精心懇志、暁夜披尋。
懺洗六時、方祈百遍。至四十余遍、
夜夢。有人手執利刀割癭将去。覚後
数日癭上生瘡。瘡作膿頭。大如棗
許。以手微按、出膿数合、日日如
之。向経三月、自爾瘡癭漸消。卒就
平服。則咸享二年之首也。宝及門人
弘軌法律等、悦浮生之再造。感聖力
之冥通、悲慶交襟、罄捨衣鉢。敬写
此経一部、転読受持、日不暇給、数
歳之間、方終本願。於是遠近願心、
共弘茲典也。

釈弘宝は、其の氏族を知らず。淄州鄒平県蔡丘の南に居る。十八
にして出家す。弘真寺に住みて小小癭を患ふ。後時に劇に転ず。
救療するに瘉ゆること莫し。遂に大きなること斗の如し。是に於
いて首俛すこと能はず。視るに唯だ天の外、驟雨飄風ありて、鼻
口に流入し、飲食滲み漱ぐ。意に非ずして艱辛す。豈に親鄰・軽
鄙に直はんや。亦た乃ち自ら悲毒を懐く。年三十五にして、忽ち
に一僧に遇ふ。教へて華厳を読ませ、其の宿障を除く。宝乃ち精
心懇志に、暁夜に披尋す。懺洗すること六時にして、方に百遍を
祈る。四十余遍に至り、夜に夢みす。人有りて手に利刀を執り、
癭を割りて将に去かんとす。覚むる後数日にして癭の上に瘡を生
ず。瘡膿を頭に作す。大きなること棗許の如し。手を以て微かに
按すに、膿の出ること数合にして、日日之くの如し。三月を経る
こと向とするに、自爾に瘡癭漸く消ゆ。卒に平服に就く。則ち咸
享二年の首なり。宝及び門人弘軌・法律等、浮生の再造を悦ぶ。
聖力の冥通を感じ、悲慶襟を交わり、衣鉢を罄く捨す。此の経一
部を敬写し、転読して受持し、日に暇給せずして、数歳の間、方
に本願を終ふ。是に於いて遠近心に願ひて、共に茲の典を弘むる
なり。

『華厳経伝記』
巻第四・
転読第八

唐
690年頃

以降
法蔵

『大正新脩大蔵経』巻51

『新纂  大日本続蔵経』第
77巻

24 盲目

釈解脱、俗姓邢、代郡五台県人也。
七歳出家、志業弘遠。初従介山之右
抱腹巌慧超禅師、詢求定捨。超特有
知人之鑑、識其成器。（中略）又恒
岳之西、清涼東南、俗名之大黒山。
有清信女。先来盲目。常独在山中坐
禅。恒洲道俗、毎六斎日、常齎香華
珍味、来就供養文殊師利。於正食時、
忽聞空曰、「五台仏光山内、文殊師
利菩薩、在彼教化。汝可往彼。必得
悟道」。亦並同聞、「莫不欣詠」。則
依空告、馳往仏光。其間險阻二百余
里、盲女抗手先登。初無引示。脱見
之驚起、即受深宗。拠斯以言、「脱
或大聖之権跡耳」。及将終命、知已
諸徳経宵款別。夜有大虫。至脱恒所
飲泉、悲号良久。到明日中時、如常
剔落。礼拝僧衆、訖還本禅房。端然
坐化。時年八十一、貞観十六年也。
道俗哀慟、若喪所天。即於寺内、鑿
龕而処。龕面西向、開咫尺双扉。至
今観之。𠑊如生也。脱未終。嘗謂親
里曰、「我没後当有大人顕我名也。清
涼之号於茲復興」。及今上麟徳元年
九月、勅会昌寺沙門会頤果毅甄万福、
送衲袈裟、奉其遺陰、并向諸台、供
養聖跡。自遐邇帰心之士、莫不永懐
斯地、遠験脱言信矣。

釈解脱は、俗姓は邢、代郡五台県の人なり。七歳にして出家し、
志業は弘遠なり。初め介山の右抱腹巌の慧超禅師に従ひ、詢求し
て定めて捨す。超特に人を知るの鑑有りて、其の器成るを識る。

（中略）又恒岳の西、清涼の東南、俗に之を大黒山と名づく。清
信の女有り。先来盲目なり。常に独り山中に在りて坐禅す。恒州
の道俗、六斎日ごとに、常に香華珍味を齎し、来り就きて文殊師
利を供養す。正食の時に、忽ちに空に聞いて曰く、「五台の仏光
山内に、文殊師利菩薩、彼に在りて教化す。汝彼に往くべし。必
ず悟りの道を得ん。」と。亦た並びに同じく聞く。「欣詠せざるこ
と莫かれ。」と。則ち空の告げに依り、仏光に馳せ往く。其の間
險阻なること二百余里、盲女抗手して先登す。初め引きて示すこ
と無し。脱これを見て驚起するに、即ち深き宗を受く。斯れに拠
りて以て言く、「脱は或は大聖の権跡たるのみ。」と。将に命終わ
らんとするに及び、知已の諸徳宵を経て款き別る。夜に大虫有
り。脱の恒に飲む所の泉に至り、良久しく悲号す。明くる日中の
時に到り、常の如く剔り落つ。僧衆を礼拝し、訖りて本の禅房に
還る。端然として坐化す。時に年八十一、貞観十六年なり。道俗
哀慟すること、所天を喪ふが若し。即ち寺内に於いて、龕を鑿ち
て処く。龕面西向し、咫尺の双扉を開く。今に至りてこれを観
る。𠑊かなること生くるが如きなり。脱未だ終らず。嘗て親里に
謂ひて曰く、「我れ没後に当に大人有りて我が名を顕すべきなり。
清涼の号茲に於いて復興せん。」と。今上麟徳元年九月に及び、
会昌寺沙門会頤・果毅・甄万福に勅して、衲袈裟を送り、其の遺
陰に奉り、并せて諸台に向ひて、聖跡を供養す。遐邇より帰心す
るの士、斯の地を永懐せざること莫く、遠く脱の言信を験す。

『華厳経伝記』
巻第四・転読

第八

唐
690年頃

以降
法蔵

『大正新脩大蔵経』巻51

『新纂  大日本続蔵経』第
77巻

25 癩病

陳南岳禅慧思
釈慧思、俗姓李氏、武津人也。少以
慈恕、知名閭里。嘗数夢梵僧勧令出
俗。駭悟斯瑞、辞親入道。所投之
寺、非是錬居。乃感神僧訓令斎戒奉
持守素。日惟一食、不受別供。周旋
迎送、都皆杜絶、年登三十。在一空
沢。立志誦法花経。誦之始半、忽有
潜流漂漲、処処淹漬、没所坐床。及
至身半、俄有遍体浮腫、不堪動運。
乃立誓而言曰、「我於此経、必有縁
者、水当消滅。疾亦当差。如其無縁、
水有重益」。即於爾夜、水遂減耗、身
疾亦愈。即停此処十年、誦経閉目、
便見釈迦弥勒来為説法。時睹遠近山
陵、坦無高下。若斂念誦経、其七巻
諸品行句字義、歴然睹見。後移往陶
丘山。山前誦経之処、甚多林木。俗
人遇有侵伐、即感癩病。祈請還差。
又於一夏、行法花懺、唯行及坐、脅
不至床。夏竟、歎曰、「吾一夏勤苦、
空無所獲。方欲放身」。倚憑繩床、豁
然開朗、心意明徹、證入法門。未敢
自信、試読大智度論初巻、即便心悟、
一不遺忘。兼識言下之旨。如是遂読
通一百巻、並能誦記、明解義味。自
後誦念之暇、多講釈論及法花経。思
知斉暦告終、乃託身陳国。即入衡岳
花蓋峰下、立寺行道。初見一捕鳥人。
掘地施弶。乃往告云、「浅掘浅掘、
傷我髑髏」。入地未深、遂得白骨一
具。捕人怪異、請問慇懃。思乃答云、

「我已二生、居此峰下。誦法花経、
捨身於此、前身骸骨、並已消亡。今
生見者、乃是第二身耳」。所止菴舎、
野人所焚、遂顕癘疾。投誠帰懺、既
受草室、持経如故。其人不久、所患
平復。（後略）

陳の南岳禅慧思
釈慧思は、俗姓李氏、武津の人なり。少くして慈恕を以て、名を
閭里に知らる。嘗て数ば梵僧の勧めて出俗せしむるを夢る。斯の
瑞に駭き悟りて、親を辞して入道す。投ずる所の寺、是れ錬居に
非ず。乃ち神僧の訓を感じて斎戒して守素を奉持せしむ。日に惟
だ一食にして、別供を受けず。周旋迎送、都て皆杜絶して、年三
十に登る。一空にして沢に在り。志を立てて法花経を誦す。之を
誦し始めて半ばにして、忽ちに潜流漂漲すること有りて、処処に
淹漬し、坐す所の床を没す。身半ばに至るに及びて、俄かに遍体
に浮腫有りて、動運に堪へず。乃ち誓を立てて言ひて曰く、「我
れ此の経に、必ず縁有らば、水当に消滅すべし。疾亦た当に差ゆ
べし。如し其れ縁無くば、水重ねて益すこと有らん。」と。即ち
爾夜に、水遂に減耗し、身の疾亦た愈ゆ。即ち此の処に停むるこ
と十年にして、誦経閉目するに、便ち釈迦・弥勒来たりて説法を
為すを見る。時に遠近の山陵を睹るに、坦らかにして高下無し。
若しくは斂念誦経するに、其の七巻の諸品の行句字義、歴然にし
て睹見す。後に陶丘山に移住す。山前に誦経するの処、甚だ林木
多し。俗人遇ま侵伐すること有らば、即ち癩病を感ず。  祈り請ふ
に還りて差ゆ。又一夏に於いて、法花懺を行ひ、唯だ行及び坐の
みにて、脅にして床に至らず。夏竟りて、歎きて曰く、「吾一夏
勤苦するに、空しくして獲る所無し。方に身を放たんと欲す。」
と。繩床に倚憑するに、豁然として開朗し、心意明徹なりて、法
門に證入す。未だ敢へて自ら信ぜずして、試に大智度論の初巻を
読むに、即便心悟し、一も遺忘せず。兼ねて言下の旨を識る。是
くの如くして遂に一百巻を読通し、並びに能く誦記し、明らかに
義味を解す。自後誦念の暇に、多く釈論及び法花経を講ず。思斉
の暦の終りを告ぐるを知り、乃ち身を陳国に託す。即ち衡岳花蓋
峰の下に入り、寺を立てて行道す。初め一の鳥を捕らふる人を見
る。地を掘りて弶を施す。乃ち往きて告げて云く、「浅く掘れ浅
く掘れ、我が髑髏を傷はん。」と。地に入るに未だ深からずして、
遂に白骨一具を得たり。捕人怪異びて、請問すること慇懃なり。
思乃ち答へて云く、「我已に二生、此の峰下に居る。法花経を誦
し、此に捨身するに、前身の骸骨は、並びに已に消亡す。今生に
見るは、乃ち是れ第二身のみ。」と。止まる所の菴舎、野人の焚
く所なれども、遂に癘疾を顕す。誠を投して帰懺するに、既に草
室を受け、経を持すること故の如し。其の人久しからずして、患
ふ所平復す。（後略）

『弘賛法華伝』
巻四

修観第四
706年 慧詳

『大正新脩大蔵経』巻51

『新纂  大日本続蔵経』第
77巻

障害史研究　第６号（データ集）
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26

癩人　　
癩者　　
瘡　　　

鬚眉平復
膚色如常

唐絳州徹禅師所教癩人
釈僧徹、未詳何人。住降州南孤山陥
泉寺。曽行遇癩者。徹引至山中。為
𮢶穴給食、令誦法華。癩者素不識
字。加又頑鄙、句句授之、終不辞
倦。誦経向半、夢有教者。自後稍聡、
得五六巻。瘡漸覚愈。一部既了、鬢
眉平復、膚色如常。  故経云、「病之
良薬、斯誠験矣」。

唐の絳州徹禅師教ふる所の癩人
釈僧徹は、未だ何れの人か詳らかならず。降州南孤山陥泉寺に住
む。曽て行きて癩者に遇ふ。徹引きて山中に至る。為に穴を𮢶ち
て食を給ひ、法華を誦せしむ。癩者素より字を識らず。  加へて又
頑鄙なれども、句句之を授くるに、終に辞び倦まず。誦経の半に
向とするに、夢に教者有り。自後稍く聡りて、五・六巻を得た
り。瘡漸く愈ゆるを覚ゆ。一部既に了るに、鬢眉平復し、膚色常
の如し。  故に経に云く、「病の良薬なり。斯れ誠の験なり。」と。

『弘賛法華伝』
巻八

誦持第六之三
706年 慧詳

『大正新脩大蔵経』巻51

『新纂  大日本続蔵経』第
77巻

27

癩瘡　　

眉毛鬢鬚
一時倶堕

比丘尼、失其名。住蘇州混山県界。
少小入道、常誦法華経、毎日両遍、
二十餘載。比尼容貌妍詳、見者思
恋。至永昌元年県録事姓朱、遂起悪
心、横加非望。尼雅志貞確、意不従
之。朱乃悩乱寺衆、破損常住。尼等
不知何計得免斯苦、持経尼云、「此
法華経、何無霊験」。即著浄衣、入仏
殿、焼香発願。其後、録事仮託別由、
而来寄宿。心懐異意、方欲向尼房去。
少選之間、忽覚半体酸疼、男根遂落、
遍身流汗。即発癩瘡、眉毛鬢鬚、一
時倶堕。  録事悲悔百方、竟不痊損。

比丘尼、其の名を失す。蘇州混山の県界に住む。少小より入道
し、常に法華経を誦し、毎日両遍なること、二十餘載なり。比尼
の容貌妍詳にして、見る者思恋す。永昌元年に至り、県の録事姓
は朱、遂に悪心を起し、横に非望を加ふ。尼の雅志貞確にして、
意にこれに従はず。朱乃ち寺衆を悩乱し、常住を破損す。尼等何
に計らひて斯の苦を免るるを得るを知らざるに、持経の尼云く、

「此の法華経、何ぞ霊験無からんや。」と。即ち浄衣を著し、仏殿
に入りて、焼香発願す。其の後、録事別の由に仮託して、来たり
て寄宿す。心に異意を懐きて、方に尼の房に向かはんと欲して去
る。少選の間、忽ちに半体に酸疼を覚え、男根遂に落ち、遍身に
汗流る。即ち癩瘡を発し、眉毛鬢鬚、一時に倶に堕つ。  録事悲悔
すること百方なるも、竟に痊えずして損ふ。

『弘賛法華伝』
巻八

誦持第六之三
706年 慧詳

『大正新脩大蔵経』巻51

『新纂  大日本続蔵経』第
77巻

28 悪疾
身瘡

釈霊侃、未詳何人。識見聡敏、毎誦
法華。初誦経竟、便感悪疾。  即訴其
師云、「侃聞、『受持法華、得六根清
浄』。云何侃誦、乃感斯疾」。其師云、

「汝誦経時、作若為方法」。答云、「誦
時、或不洗手、或復袒、乍安脚後、
乍置床頭耳」。師云、「此是護法善神
讁罰汝也。非関経無感徳。汝可懺
悔。於是作素木函、盛経頂載、在殿
内行道。除大小便及以食飲、専自苦
到。乃至頭破血流、自咎自責。如是
経歴三年。於五更向曉、有人叩仏殿
戸。喚令便開。侃初不肯云、「其是罪
人。何処有閑傭相与開門」。喚之不
已。遂為開之、見一老公。鬚鬢皓白、
手捉一杖、即連打侃云、「汝従今去。
更敢軽慢法華経耶」。応打之時、身
瘡除愈。四大平復、天明視殿前、見
有象跡。始知此老公是普賢菩薩来降
滅罪也。自爾改懺悛革、精勤習誦。
後不知所終。又老矩師、亦以法華為
業。誦持即覚口中別有甘味。非世所
有。故誦之、不欲息也。

釈霊侃、未だ何れの人か詳らかならず。識見聡敏にして、毎に法
華を誦む。初め誦経を竟りて、便ち悪疾に感ず。  即ち其の師に訴
へて云く、「侃聞かく、『法華を受持せば、六根の清浄を得む』と。
云何にして侃誦して、乃ち斯の疾に感ずるや。」と。其の師云く、

「汝誦経の時、若為なる方法を作すや。」と。答へて云く、「誦す
る時、或は手を洗はず、或は復た袒ぎ、脚を後に安きながら、床
に頭を置きながらするのみ。」と。師云く、「此れは是れ護法善神
汝を讁罰するなり。経の感徳無きに関るに非ず。汝懺悔すべし。」
と。是に於いて素木の函を作り、経を盛りて頂載し、殿内に在り
て行道す。大小便及び以て食飲するを除き、専ら自ら苦到す。乃
ち頭破れ血流るるに至るまで、自ら咎め自ら責む。是くの如くし
て三年を経歴す。五更向曉に、人有りて仏殿の戸を叩く。喚びて
便ち開かしむ。侃初め肯はずして云く、「其れ是れ罪人なり。何
処に閑傭有りて相与にして開門するや。」と。之を喚べども已ま
ず。遂に為に之を開くに、一の老公を見ゆ。鬚鬢皓白にして、手
に一杖を捉り、即ち侃を連打して云く、「汝今より去れ。更に敢
へて法華経を軽慢するや。」と。打つ時に応じて、身の瘡除に愈
ゆ。  四大平復し、天明に殿前を見るに、象跡有るを見ゆ。始めて
此の老公は是れ普賢菩薩にして来降し罪を滅するを知る。これよ
り改懺悛革し、精勤習誦す。後に終ふる所を知らず。又老矩師も
亦法華を以て業を為す。誦持するに即ち口中に別に甘味有るを覚
ゆ。世に有る所に非ず。故に之を誦し、息むを欲せざるなり。

『弘賛法華伝』
巻七

誦持第六之二
706年 慧詳

『大正新脩大蔵経』巻51

『新纂  大日本続蔵経』第
77巻

29

痩病

悪病

目不能視

口不能言

広平游珣、久視年中、任桂府戸曹参
軍事。有一女患痩病、已経数年。  珣
考満帰至洪州、女病漸困。珣与妻宋
氏謀云、「既是悪病、恐後相染。必
若不救、棄之水中、俗云、『利後』」。
遂即𦦙出此女。女云、「某乙生年読
金剛般若経。請於主人仏堂暫読一
遍、冥目無恨」。珣夫妻既聞此言、一
時流泣、即於仏堂中、撿得此経。女
既漸困、目不能視、口不能言。珣夫
妻及主人等、為読数遍、俄頃之間女
逐能開目、以手指経、意似索読。及
至授経、竟不能語、以眼観経、以心
誦之。須臾仏堂中光明外照、経函裡
亦有光出。衆人咸驚異之。女忽然頭
面流汗、須臾遍身汗定、便即得睡。
経一宿、所苦並除。不逾旬日、痊復
如故。自後合家之内、咸誦此経。〈前
定州安嘉県主簿長孫楷親知、具説
之〉。

広平の游珣、久視年中  桂府の戸曹軍参事に任ぜらる。一女有り
て痩病を患ひ、已に経ること数年なり。  珣の考満ちて帰りて洪州
に至れば、女の病漸く困しむ。珣妻の宋氏と謀りて云く、「既に
是れ悪病にして、後に相染まるを恐る。必若し救はれざれば、之
を水中に棄てん。  俗に云く、『後に利あり。』」と。遂に即ち轝ぎ
て此の女を出さんとす。女云く、「某乙は生年金剛般若経を読む。
主人の仏堂に於いて暫く読みて一遍することを請はば、冥目する
に恨み無し。」と。珣夫妻既に此の言を聞き、一時泣を流し、即
ち仏堂中に於いて、此の経を撿じ得たり。女既に漸く困しみ、目
は視ること能はず。口は言ふこと能はず。珣夫妻及び主人等、為
に読むこと数遍、俄頃の間女逐に能く目を開き、手を以て経を指
し、意は索め読むに似たり。経を授くるに至るに及び、竟に語る
こと能はざるも、眼を以て経を観て、心を以て之を誦ず。須臾に
して仏堂中の光明外に照り、経函の裡も亦た光の出づること有
り。衆人咸之を驚異す。女忽然として頭面に汗を流し、須臾にし
て遍身汗定まり、便即ち睡ぬるを得たり。一宿を経て、苦しむ所
並びに除く。旬日を逾へずして、痊復すること故の如し。自後合
家の内、咸此の経を誦ふ。〈前の定州安嘉県主簿の長孫楷は親知
にして、具さに之を説く〉。

『金剛般若経集
験記』巻上・

救護篇
718年 孟献忠

『大正新脩大蔵経』巻51

※山口敦史他編「金剛般
若経集験記注釈（一）」

（『 蓮華寺仏教研究所紀
要』第12号蓮華寺仏教文
化研究所、2019年）を参
考にした。

30 瘻

王昌言者、京兆万年県人也。去久視
元年、於表兄楊希言崇仁坊中撿校質
庫。因遂患瘻、繞項欲帀、併至胸
前、疼痛呻吟、不能撿校。遂即発
心、誦金剛般若。自誦之後、無時暫
輟、其瘡苦痛不復可言。夜臥之間、
忽見一僧、以錫杖為捺、口云、「為
汝持経之故、与汝療之」。因而遂驚、
不覚大叫、堂内人数箇、即起同看、
所患之瘡、咸有汁出。如小豆汁一升
已上。因茲一度、瘻〈音漏〉即控除。
其後専心受持、常誦不絶。年六十九、
長安元年寿終。〈表兄楊希言所説〉。

王昌言といふ者は、京兆万年の人なり。去る久視元年、表兄楊希
言の崇仁坊中に於いて質庫を撿校す。遂に瘻を患ひ、項を繞りて
帀らんと欲し、併びに胸の前に至り、疼痛呻吟するに因りて、撿
校すること能はず。遂に即ち発心して、金剛般若を誦す。誦する
の後より、時として暫らくも輟むこと無きも、其の瘡苦痛にして
復た言ふべからず。夜臥するの間、忽ち一僧を見て、錫杖を以て
捺を為し、口ずから云く、「汝の経を持するが為の故に、汝の与
に之を療さん。」と。因りて遂に驚き、覚えずして大いに叫べば、
堂内の人数箇、即ち起きて同に看るに、患ふ所の瘡は、咸く汁の
出づること有り。小豆汁の如きもの一升巳上なり。茲の一度に因
りて、痩は即ち除せり。其の後専心して受持し、常に誦して絶え
ず。年六十九、長安元年に壽終ふ。〈表兄楊希言の説く所なり〉。

『金剛般若経集
験記』巻上・

延寿篇
718年 孟献忠

『大正新脩大蔵経』巻51

※山口敦史他編「金剛般
若経集験記注釈（二）」

（『蓮華寺仏教研究所紀
要』第13号蓮華寺仏教文
化研究所、2020年）を参
考にした。

31

癩者　　
瘡　　　

鬚眉平復
膚色如常

縫州陥泉寺釈僧徹　九
釈僧徹、住縫州南孤山陥泉寺。昔行
遇癩者在穴中。徹引至山中、為鑿穴
給食、令誦法華。素不識文字。加又
頑鄙、句句授之、終不辞倦。誦経向
半、夢有教者。自後稍聡、得五六巻。
瘡漸覚愈。一部既了、鬚眉平復、膚
色如常。  故経云、「病之良薬。斯誠
験矣」。

縫州陥泉寺の釈僧徹　九
釈僧徹、縫州南孤山陥泉寺に住む。昔行きて癩者の穴中に在るに
遇ふ。  徹引きて山中に至り、為に穴を鑿ちて食を給ひ、法華を誦
せしむ。素より文字を識らず。加えて又頑鄙なれども、句句之を
授くるに、終に辞び倦まず。誦経半に向とするに、夢に教者有
り。自後稍く聡くして、五六巻を得たり。瘡漸く愈ゆるを覚ゆ。
一部既に了るに、鬚眉平復し、膚色常の如し。  故に経に云く、「病
の良薬なり。斯れ誠の験なり。」と。

『法華伝記』
巻五・諷誦勝
利第八之三

765～774年 唐僧詳公

『大正新脩大蔵経』巻51

『新纂  大日本続蔵経』第
77巻

Ⅰ．中国仏教説話（六朝隋唐期）の疾病（障害）関係史料目録
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32

①癭疾　　
②一癩病者
③一唖者　
④瘧病者　

隋并州高守節家女　十六
高守節家代信奉。其家女、係癭疾。
教読法華経、癭病自除後其女出家為
尼。見一癩病者。教読法華、不久病
消。又見一唖者。読経令聞、歓喜而
去、後得可聞。又見瘧病者。聞誦経
声、即得除去。精誠感通如此。不知
已後事耳。

隋并州の高守節の家女　十六
高守節の家代に信奉す。其の家の女、癭疾に係る。教へて法華経
を読ましむるに、癭病自ら除り後に其の女出家して尼と為る。一
の癩病者を見ゆ。教えて法華を読ましむるに、久しからずして病
消ゆ。又一の唖者を見ゆ。経を読みて聞かしむるに、歓喜して去
りて、後に可聞を得たり。又瘧病者を見ゆ。誦経の声を聞きて、
即ち除去を得たり。精誠感通すること此くの如し。已後の事を知
らざるのみ。

『法華伝記』
巻七・転読
滅罪第九書
字救苦第十
之一　　　

765～774年 唐僧詳公
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癩病　　

眉毛皆落
微瘡遍　

沙弥雲蔵　二十
沙弥雲蔵、少出家伝持阿含。貧道乏
衣服。冬属寒気、身凍寒苦。入古精
舎、得法華経五六巻。綴為紙衣、見
者寒心。未越冬季、忽発顕癩病。眉
毛皆落、微瘡遍。初如粟次如豆。七
日之中、身破烈而卒。  見者歎曰、「惜
哉。雲蔵軽大乗、損失二世利矣」。

沙弥雲蔵　二十
沙弥雲蔵、少くして出家し阿含を伝持す。貧道にして衣服乏し。
冬は寒気に属ひ、身凍りて寒苦す。古き精舎に入るに、法華経
五・六巻を得たり。綴りて紙を衣と為すに、見る者寒心す。未だ
冬季を越えざるに、忽ち癩病発顕す。眉毛皆落ち、微に瘡遍し。
初めは粟の如くして次いで豆の如し。七日の中、身破烈して卒
す。  見る者歎きて曰く、「惜しきかな。雲蔵大乗を軽んじ、二世
の利を損失す。」と。

『法華伝記』
巻九・聴聞
利益第十一
附出軽毀見
報　　　　
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瘡

※傷の意
　（参考）

唐京城真寂寺釈慧如二
釈慧如者、住真寂寺。精勤苦行、坐
禅入定以為務。隋大業中、坐禅之隙
修行妙法。講肆既散、定遂七日不
動。衆驚異之。過七日已。慧如開目
涕泣。夫流如雨。衆人驚怪問所由。
如答曰、「火焼脚苦痛不可堪任」。即
令見瘡、脚焼煙通穴。衆復問禅師、
「何得斯瘡」。  如曰、「有一冥官、来
投封書。自称閻魔王使者。即披書状
云、『師戒珠清高、捨信禅師三階邪
説、依帰法華、開講演説、渡苦海舟
楫、願垂哀愍』。即被閻羅王請、七
日講法華、無数罪人、種仏道因縁。
王歓喜、以黄絹三十疋、奉施於吾。
講散王問、『欲見先亡知識不』。答、

『欲見二人』。王即遣喚一人。唯見亀
来舐我足下、目中涙出而去。一人
云、『罪重不可喚。令就見之』。使者
引吾至獄門。門閉甚固。使喚守者、
有人応師。忽避道莫当門立。吾始避
而門開。大火従門流出、如鍛鉄迸
火。即著吾脚。如払之拳目視門、已
閉竟。不得相見而去。吾還王所、具
語始末。王曰、『地獄如斯。非法華
力、不可救済。若欲救之、将須講読
妙法』。如此之事、吾今見聞覚悟而
已」。衆聞者悲喜〈出冥志記。然冥
報記中、雖明此縁、不云講法華。当
知。著記所聞不同〉。

唐京城真寂寺の釈慧如二
釈慧如は、真寂寺に住む。精勤苦行し、坐禅入定し以て務と為
す。隋の大業中、坐禅の隙に妙法を修行す。講肆既に散ずるに、
定めて遂に七日動かず。衆之に驚異す。七日を過ぎて已む。慧如
目を開きて涕泣す。夫れ流るること雨の如し。衆人驚き怪びて所
由を問ふ。如答へて曰く、「火脚を焼きて苦痛堪へ任ふべからず。」
と。即ち瘡を見しむるに、脚を焼け煙穴を通ず。衆復た禅師に問
ふに、「何ぞ斯の瘡を得るや。」と。  如曰く、「一の冥官有りて、
来りて封書を投ず。自ら閻魔王の使者と称す。即ち書状を披きて
云く、『師戒珠清高にして、信禅師の三階の邪説を捨て、法華に
依帰し、演説を開講し、苦海を渡る舟楫として、哀愍を垂れんこ
とを願ふ。』と。即ち閻羅王の請を被りて、七日法華を講じて、
無数の罪人に、仏道の因縁を種う。王歓喜し、黄絹三十疋を以
て、吾に奉施す。講散じて王問ふに、『先亡の知識を見んと欲す
るやいなや。』。答ふるに、『二人を見んと欲す。』と。王即ち一人
を喚ばしむ。唯だ亀来りて我が足下を舐め、目の中に涙出でて去
るを見る。一人云く、『罪重く喚ぶべからず。就きて之を見しめ
よ。』と。使者吾を引きて獄門に至る。門が閉じること甚だ固し。
使守る者を喚び、人有りて師に応ず。忽ち道を避けて門に当りて
立つこと莫し。吾始め避けて門を開く。大火門より流出するこ
と、鉄を鍛へて迸る火の如し。即ち吾が脚に著く。如之を払ひて
目を拳げて門を視るに、已に閉ぢ竟る。相ひ見るを得ずして去
る。吾王の所に還り、具さに始末を語る。王曰く、『地獄斯くの
如し。法華の力に非ずして、救済すべからず。若し之を救はんと
欲すれば、将に須らく妙法を講読すべし。』と。此くの如きの事、
吾今見聞し覚悟するのみ。」と。衆の聞く者悲しみ喜ぶ。〈『冥志
記』に出づ。然るに『冥報記』中に、此の縁明らかなると雖も、
法華を講ずると云はず。当に知るべし。著し記し聞く所は同じか
らず〉。

『法華伝記』
巻三・講解
感応第七之
二・諷誦勝
利第八之一
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身瘡

※傷の意
　（参考）

唐陳氏十五
唐龍朔三年、長安城内通軌坊三衛劉
公信妻陳氏母先亡。陳因患暴死、見
人将入地獄。備見諸苦、不可具述。
末後見一地獄。石門牢固、有両大鬼、
形容偉荘。守門左右怒目瞑陳、「汝
何人到此」。見石門忽開。亡母在中、
受苦不可具述。受苦稍歇。近門母子
相見、遥得共語。母語女言、「汝還
努力為吾写経」。女諮嬢、「欲写何
経」。「為吾写法華」。言訖石門便閉。
陳還得蘇。具向夫説。夫即憑妹夫趙
師子、欲写法華。其師子旧解写経有
一経生。将一部新写法華未装潢。其
人先与他受雇。写経主姓范。此経生
将他法華、転向趙師子処、貿二百
銭。施主不知貿銭。師子復語婦兄
云、「今既待経。在家有一部法華」。
兄贖取此経。向直一千銭。陳夫将四
百銭、贖得裝潢。周訖在家、為母供
養。其女陳後夢、「見母従女索経。

『吾先遣汝、為吾写一部法華。何因
迄今不得』。女報母言、『已為嬢贖得
一部法華。現装潢了、在家供養』。
母語女言、『止為此経吾転受苦。冥
道中、獄卒打吾背破。汝看吾身瘡』。  
獄官語云、『汝何因取他范家経、将
為己経。汝何有福。汝大罪過』」。女
見母説如此、更為母別写法華。其経
未了、女夢中復見母来催経。即見一
僧。手捉一巻法華語母云、「汝女已
為汝写経第一巻了、功徳已成。何因
復来敦逼。待写了。何須忿急」。後
写経成母来報女、「因汝為吾写経、
今得出冥道、好処受生。得汝恩力故
来報汝。汝当好住善為婦礼、信心為
本」。言訖悲涙共別。後時勘問前贖
法華、主果是姓范。范家雖不得経、
其経已成、施福已満。後人転貿、自
得罪咎。劉妻贖所微得少福、然亡母
不得力。

唐陳氏十五
唐の龍朔三年、長安城内の通軌坊三衛の劉公信の妻陳氏の母、先
亡す。陳患に因りて暴に死して、人将に地獄に入らんとするを見
る。備に諸苦を見るも、具さに述ぶるべからず。末後に一の地獄
を見る。石門牢固にして、両の大鬼有りて、形容は偉壮なり。守
門の左右に目を怒らせて陳を瞑るに、「汝何なる人にして此に至
るや」と。石門忽ちに開くを見る。亡母中に在りて、苦を受くる
こと具さに述ぶるべからず。苦を受くること稍や歇む。門に近づ
きて母子相ひ見て、遥かに共に語るを得たり。母女に語りて言
く、「汝還りて力を努めて吾の為に経を写せ。」と。女嬢に諮ふ
に、「何なる経を写さんと欲す。」と。「吾の為に法華を写せ。」と。
言ひ訖りて石門便ち閉づ。陳還りて蘇ることを得たり。具さに夫
に向ひて説く。夫即ち妹夫の趙師子に憑みて、法華を写さんと欲
す。其の師子旧解にて写経せる一の経生有り。一部新写の法華を
将て未だ装潢せず。其の人先に他と与に受け雇ふ。写経主の姓は
范なり。此の経生、他の法華を将て、転じて趙師子の処に向ひ、
二百銭に貿ふ。施主貿銭を知らず。師子復た婦兄に語りて云く、

「今既に経を待つ。家に在る一部の法華有り。」と。兄此の経を贖
ひ取りて、直一千銭に向とす。陳の夫四百銭を将て、装潢を贖ひ
得たり。周り訖りて家に在りて、母の為に供養す。其の女の陳後
に夢に、「母女に従ひて経を索むるを見る。『吾れ先に汝を遣し
て、吾の為に一部の法華を写さしむ。何に因りて今に迄るまで得
ざるや。』と。女母に報へて言く、『已に嬢の為に一部の法華を贖
ひ得たり。現に装潢了りて、家に在りて供養す。』と。母女に語
りて言く、『止だ此の経の為に吾れ転じて苦を受く。冥道の中に、
獄卒吾が背を打ちて破る。汝吾が身の瘡を見よ。  』と。獄官語り
て云く、『汝何に因りて他の范家の経を取りて、将て己が経と為
す。汝何なる福有るや。汝、大きなる罪過あり。』」と。女母の此
くの如く説くを見て、更に母の為に別に法華を写す。其の経未だ
了らざるに、女の夢中に復た母来て経を催すを見る。即ち一の僧
を見る。手に一巻の法華を捉りて母に語りて云く、「汝の女已に
汝の為に第一巻を写経し了りて、功徳已に成る。何に因りて復た
来て敦く逼むるや。写し了るを待て。何ぞ須らく忿急すべきや。」
と。後に経を写し成するに母来りて女に報ずらく、「汝吾が為に
経を写すに因りて、今冥道を出づるを得て、好処に生を受く。汝
の恩の力を得るが故に来りて汝に報ゆ。汝当に好く善を住めて婦
礼を為し、信心を本とすべし。」と。言ひ訖りて悲涙して共に別
る。後の時に前に贖ひし法華を勘問するに、主は果して是れ姓范
なり。范の家経を得ざると雖も、其の経已に成りて、福を施すこ
と已に満つ。後人転じて貿ひ、自ら罪咎を得たり。劉妻贖ふ所微
かに少福を得て、然も亡母力を得ず。

『法華伝記』
巻七・書写
救苦第十之
一　　　　
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恍愡驚悸、
竟体剥爛、
状若火瘡　

有細白蟲、
日出升餘、
惨痛煩毒　

尼智通十九
尼智通少出家、住京師簡静寺。信道
不篤。元嘉九年、師死罷道。嫁為魏
郡梁犀甫妾生男。六七歳家甚貧窮、
無以為衣。通為尼時、有数巻素無量
寿法華等経。悉練擣之、以衣其児。
居一年而得病。恍愡驚悸、竟体剥
爛、状若火瘡。有細白蟲、日出升
餘。惨痛煩毒、昼夜号叫。  常聞空中
語云、「壊経為衣、得此劇報」。旬餘
而死。（『法苑』第十八云出『冥祥
記』也）。

尼智通十九
尼智通少くして出家し、京師簡静寺に住む。道を信ずること篤か
らず。元嘉九年、師死して道を罷る。嫁ぎて魏郡梁犀甫の妾と為
りて男を生む。六七歳家甚だ貧窮し、以て衣と為すもの無し。通
尼為りし時、数巻の素の無量寿・法華等の経有り。悉く之を練り
て擣ち、以て其の児に衣す。居ること一年して病を得たり。恍愡
として驚悸し、竟に体は剥き爛れ、状は火瘡の如し。細き白蟲有
りて、日に出づること升餘なり。惨痛煩毒して、昼夜号叫す。  常
に空中に語を聞きて云く、「経を壊して衣を為し、此の劇報を得
たり。」と。旬餘にして死す。（『法苑』第十八に云く、『冥祥記』
より出づるなり）。

『法華伝記』巻 
九・聴聞利益
第十一　　　
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37 盲聾瘖瘂

長安県老女十三
長安県有一老女。不知姓名。此女盲
聾瘖瘂、為人軽賤。  時於大寺講新
法華。玄孫牽手向大寺。女雖到大寺、
以盲聾故不見不聞。玄孫執老女二手
而合、向講肆方。  女内心存念、合掌
而礼。後経三月忽暴卒。玄孫欲行
葬、老女尚暖。至夜三更、発声呼玄
孫。聞者謂「妖鬼」。生大恐、敢不
応。至明日見起居。両眼倶明。語如
常人。流涙悲起。玄孫問、「誰鬼魅」。
答曰、「吾非妖鬼。初死之時、見冥
官駈向王所。王従座下、合掌向妾、

『汝大功徳人。以合掌供養法華経。業
障消尽、諸根復本。尚有餘命。早還
人間、示法華功力』。即出少路、神
入本身、眼耳平復能言如此」。経半
日已飲食如例。女与玄孫往詣大寺、
説其因縁、見者感喜。女捨居処、以
供養経。不知卒時。出『園記』。

長安県老女十三
長安県に一老女有り。姓名を知らず。此の女、盲聾瘖瘂にして、
人に軽賤せらる。  時に大寺に新法華を講ず。玄孫手を牽き大寺に
向かはしむ。女大寺に到ると雖も、盲聾を以ての故に見えずして
聞えず。玄孫老女の二手を執りて合はせ、講肆の方に向かはし
む。  女内心に存念して、合掌して礼す。後に三月を経て忽に暴卒
す。玄孫葬に行かんと欲するに、老女尚ほ暖かなり。夜の三更に
至りて、声を発し玄孫を呼ぶ。聞く者謂く、「妖鬼なり。」と。大
いなる恐を生ずるも、敢て応へず。明日に至りて見て起居す。両
眼倶に明らかなり。語常人の如し。流涙悲起す。玄孫問ふに、「誰
の鬼魅なるや。」と。答へて曰く、「吾れ妖鬼に非ず。初め死せし
時に、冥官を見るに駈して王所に向ふ。王座より下りて、合掌し
て妾に向ふに、『汝は大功徳人なり。合掌を以て法華経を供養す。
業障消尽して、諸根本に復す。尚ほ餘命有り。早に人間に還り、
法華の功力を示せ。』と。即ち少路に出でて、神本身に入り、眼
耳平復して言を能くすること此くの如し。」と。半日を経已りて
飲食例の如し。女と玄孫と大寺に往詣し、其の因縁を説くに、見
る者感喜す。女居処を捨して、以て経を供養す。卒時知らず。『園
記』より出づ。

『法華伝記』巻
十・依正供養
第十二　　　
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38 眉髪一時倶落
通身瘡皰�　

天授元年、華厳蔵公、帰覲祖母到曽
洲。牧宰香花郊迎。至二年、請講華
厳。説法之次、議及邪正。時有少道
士。在側帰報弘道観主、「北寺講師、
誹謗道尊」。観主聞之甚怒。明晨領
諸道士三十餘人、来至講所。面興慍
色、口発麁言。謂蔵公曰、「但自講
経、何故論道門事」。蔵公曰、「貧道
自講華厳、無他論毀」。観主問曰、

「一切諸法、悉皆平等耶」。蔵公対曰、
「諸法亦平等亦不平等」。観主又問、
「 何法平等、何法不平等 」。答曰、
「一切法不出二種。一者真諦、二者
俗諦。若約真諦、無此無彼。無自無
他。非浄非穢。一切皆離故平等也。
若約俗諦、有善有悪。有尊有卑。有
邪有正。豈得平等耶」。道士詞窮無
対。猶嗔不解、於如来所、生毒害言。
帰観経一宿。明朝洗面手。忽眉髪一
時倶落。通身瘡皰。方生悔心、帰敬
三宝、求哀蔵公。誓願受持華厳経一
百遍。転誦向二年、猶有十遍未畢、
忽感眉髪重生身瘡皆愈。曽洲道俗、
無不見聞。（後略）

天授元年、華厳蔵公、帰りて祖母に覲へ曽洲に到る。牧宰香花も
て郊迎す。二年に至りて、華厳を講ずることを請ふ。説法の次、
議するに邪正に及ぶ。時に少き道士有り。側に在りて帰りて弘道
観の主に報ずるに、「北寺の講師は、道尊を誹謗す。」と。観主こ
れを聞きて甚だ怒る。明晨諸の道士三十餘人を領て、講所に来至
す。面は慍色を興し、口は麁言を発す。蔵公に謂ひて曰く、「但
だ自ら経を講ずるに、何故道門の事を論ずるや。」と。蔵公曰く、

「貧道は自ら華厳を講じて、他論を毀すること無し。」と。観主問
ひて曰く、「一切の諸法、悉く皆平等なるや。」と。蔵公対へて曰
く、「諸法は亦た平等にして亦た不平等なり。」と。観主又た問ふ
に、「何れの法平等にして、何れの法不平等なるや。」と。答へて
曰く、「一切の法は二種を出でず。一には真諦、二には俗諦なり。
若し真諦に約かば、此れ無くば彼れ無し。自無くば他無し。浄に
非ず穢に非ず。一切皆離れるが故に平等なり。若し俗諦に約か
ば、善有り悪有り。尊有らば卑有り。邪有らば正有り。豈に平等
なるを得んや。」と。道士詞に窮して対ふること無し。猶ほ嗔り
解けざるがごとくして、如来の所に於いて、毒害の言を生ず。観
に帰りて一宿を経たり。明朝面手を洗ふ。忽ちに眉髪一時に倶に
落つ。身を通して瘡皰あり。方に悔心を生じて、三宝に帰敬し、
蔵公に哀れみを求む。華厳経一百遍を受持することを誓願す。転
誦して二年に向とするに、猶ほ十遍有りて未だ畢らざるも、忽ち
に感じて眉髪重ねて身に生ひて瘡皆愈ゆるがごとし。曽洲の道
俗、見聞せざること無し。（後略）

『大方広仏華厳
経感応伝』 783年

恵英

胡幽貞

『大正新脩大蔵経』巻51

『新纂  大日本続蔵経』第
77巻
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恍愡驚悸、
竟体剥爛、
状若火瘡　

有細白蟲、
日出升餘、
惨痛煩毒、
昼夜号叫　

尼智通、少出家。住京師簡静寺。信
道不篤。元嘉九年師死罷道。嫁為魏
郡梁犀甫、為妻生男。六七歳家甚貧
窮、無以為衣。通為尼時有数巻素無
量寿法華等経。悉練擣之以衣其児。
居一年而得病。恍愡驚悸、竟体剥
爛、状若火瘡。有細白蟲、日出升餘。
惨痛煩毒、昼夜号叫。聞空中語云、

「壊経為衣、得此劇報」。旬餘而死。

尼智通、少くして出家す。京師簡静寺に住む。道を信ずること篤
からず。元嘉九年に師死して道を罷る。嫁ぎて魏郡の梁犀甫の為
に、妻として男を生む。六七歳家甚だ貧窮し、以て衣と為すもの
無し。通尼為る時に数巻の素の無量寿・法華等の経有り。悉く之
を練り擣ちて以て其の児に衣す。居ること一年にして病を得た
り。恍惚として驚悸し、竟に体は剥き爛れ、状は火瘡の若し。細
き白蟲有りて、日に出づること升餘なり。惨痛煩毒して、昼夜号
叫す。  空中に語を聞きて云く、「経を壊して衣を為し、此の劇報
を得たり。」と。旬餘にして死す。

『釈門自鏡録』
巻上・劫逆闡
提縁二　　　

唐代 懐信

『大正新脩大蔵経』巻51

『新纂  大日本続蔵経』第
87巻

Ⅰ．中国仏教説話（六朝隋唐期）の疾病（障害）関係史料目録

－11－



原文表記 史料 訓み下し文 史料名 成立年・時期 著者・編者名 書誌・参考文献等

40

更生癩瘡、
大如桃杏、
膿泄流溢、
遍体紅赤、
状若火然　

北斉晏通盗銭恥像現身著癩地陥事
〈出関中風俗伝記〉
晏通不知何許人也。雖厠道門、志多
愚鄙。倚託功徳、以祈潤沃。嘗鋳一
大銅像。光趺侍衛並悉闕之。所得施
財輒以自入、而号像為出課奴焉。後
時経久片無所得。通便執杖謂像曰、

「奴何不出課。将欲笞之」。未挙手間、
忽見一人。長二丈被戈甲、怒目直前
曰、「無頼豎子、何忍於仏像如斯乎」。
便提頸離地数尺、鉄杖鞭之。従首至
足遍身流血。通叫呼求哀、声聞里
外。道俗観者莫不寒心。十日以外杖
瘡之下、更生癩瘡。大如桃杏、膿泄
流溢、遍体紅赤、状若火然。  去之数
歩、熱気傍及。通但暁夜号叫、宛転
膿血。経百餘日、其房乃地陥数尺、
於是而終。

北斉の晏通、銭を盗みて像を恥かしめ現身に癩を著して地陥する
事〈関中風俗伝記より出づ〉。
晏通は何許の人なるかを知らざるなり。道門に厠ると雖も、志は
多く愚鄙なり。功徳に倚託して、以て潤沃を祈る。嘗て一の大銅
像を鋳る。光趺・侍衛並びに悉く之を闕く。得る所の施財輒ち以
て自らに入れ、而も像を号けて課を出せる奴と為す。後時経久に
して片も得る所無し。通便ち杖を執り像に謂ひて曰く、「奴何ぞ
課を出さざる。将に之を笞せんとすべし。」と。未だ手を挙げざ
るの間、忽に一人を見る。長さ二丈にして戈甲を被り、目を怒ら
かせて直前に曰く、「無頼の豎子、何ぞ仏像に忍ばせて斯くの如
きや。」と。便ち頸を提げ地を離るること数尺、鉄杖にして之を
鞭つ。首より足に至るまで遍く身血を流す。通叫呼して哀を求
め、声里外に聞ゆ。道俗観る者寒心せざる莫し。十日以外杖瘡の
下、更に癩瘡を生ず。大いに桃杏の如く、膿泄れ流溢して、遍く
体は紅赤にして、状は火然の如し。  之を去ること数歩にして、熱
気傍に及ぶ。通但暁夜にして号叫し、膿血を宛転す。百餘日を経
て、其の房乃ち地陥すること数尺にして、是に於いて終ふ。

『釈門自鏡録』
巻上・劫逆闡
提縁二　　　

唐代 懐信

『大正新脩大蔵経』巻51

『新纂  大日本続蔵経』第
87巻

41
①狂　　　

②遍体紅赤

斉青州道携慳財頻得重病事
道携俗姓王。不修戒行、広営田業。
積布絹綾綺、動盈万計。而貪惜鄙吝
不抜一毛。後忽得重病、隠処合便利
不通。命将欲終。此寺有一法師、来
為説法。心少開悟。遂捨所有三分之
一、遍施纔訖、其病立即軽愈。病尋
差已数日間。撿挍閣上、見空無物、
追憶財帛、遂爾成狂。  専唱賊云、「諸
寺衆僧来劫我物」。同侶開諫初無醒
窹。法師乃遍告諸寺、令還財物。携
見已叫声方止。一両日間、旧病還発。
困苦更劇、復請法師、重求改悔。法
師訶責勧喩、令捨慳貪還施前物。病
又再愈。既差之後、追憶銭物、常懐
恚恨、数日而卒。卒時目大如盞。遍
体紅赤。

斉の青州の道携財を慳み頻りに重病を得し事
道携は俗姓王なり。戒行を修めずして、広く田業を営む。布絹綾
綺を積み、動すれば万計に盈つ。而も貪惜鄙吝にして、一毛を抜
かず。後に忽ちに重病を得て、隠処にて便利に合へども通ぜず。
命将に終らむとす。此の寺に一法師有りて、来りて為に法を説
く。心少くして開悟す。遂に所有の三分の一を捨し、遍く施すこ
と纔訖るに、其の病立ちどころに即ち軽愈す。病尋いで差え已る
こと数日間なり。閣上を撿挍し、空にして物無きを見るに、財帛
を追憶して、遂に爾に狂と成る。  専ら賊に唱へて云く、「諸寺の
衆僧来りて我が物を劫ふ。」と。同侶開諫すれども初め醒窹無し。
法師乃ち遍く諸寺に告げ、財物を還さしむ。携見已りて叫声方に
止む。一両日間、旧き病還り発る。困苦更に劇しくして、復た法
師を請ひ、重ねて改悔を求む。法師訶責して勧喩し、慳貪を捨て
還りて前物を施さしむ。病又再び愈ゆ。既に差ゆるの後、銭物を
追憶して、常に恚恨を懐き、数日にして卒す。卒時に目の大きな
ること盞の如し。遍く体紅赤なり。

『釈門自鏡録』
巻上・忿恚貪
鄙録五　　　

唐代 懐信

『大正新脩大蔵経』巻51

『新纂  大日本続蔵経』第
87巻
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迷悶癡騃

※蛇に纏わ�
　れている�
状態　

唐済州霊光寺僧惜鉢暴亡変作蛇身事
済州霊光寺、有一老僧。失名。浄修
戒行、常持一鉢数十余年、未嘗遣人
執捉。後因遽務令沙弥洗之。手誤墜
破此鉢。老僧聞之驚呼失声。恨惜之
甚、遂偃臥而死。弟子送葬於野、経
数日化作大蛇。纒繞沙弥、従足至
頂。屈頭向下将欲呑之。僧徒驚呪願
曰、「縁一鉢之故、慳瞋毒悪死作蛇
身。不悔往愆。又欲呑殺弟子。甚大
罪業、何故如斯」。広説善悪、為之
懺悔発願、良久蛇乃解身而去。沙弥
迷悶癡騃、旬日漸醒。

唐済州霊光寺の僧鉢を惜みて暴に亡くなり変じて蛇身と作りし事
済州霊光寺に、一老僧有り。名を失す。戒行を浄修し、常に一鉢
を持すること数十余年、未だ嘗て人をして執り捉らせしめず。後
に遽に務に因りて沙弥をして之を洗はしむ。手りて誤ちて此の鉢
を墜し破る。老僧之を聞きて驚呼して声を失ふ。恨み惜むること
の甚しくして、遂に偃臥して死す。弟子野に送葬し、数日を経る
に化して大蛇と作る。沙弥を纒繞すること、足より頂に至る。頭
を屈して下に向き将に之を呑まんとす。僧徒驚き呪願して曰く、

「一鉢の故に縁りて、慳瞋・毒悪にして死して蛇身と作る。往愆
を悔いず。又た弟子を呑み殺さむとす。甚大なる罪業、何故に斯
くの如きか。」と。広く善悪を説き、之の為に懺悔発願するに、
良久にして蛇乃ち身を解きて去る。沙弥迷悶し癡騃なるも、旬日
にして漸く醒む。

『釈門自鏡録』
巻上・忿恚貪
鄙録五　　　

唐代 懐信

『大正新脩大蔵経』巻51

『新纂  大日本続蔵経』第
87巻

43 瘡後稍増
漸遍身体

唐神都太平寺僧威整害蜘蛛事〈新録〉
釈威整、未詳氏族。少出家修慧解。
精勤聴習略無棄日。住神都太平寺。
常講数部大乗、深有弘益。忽於床後
壁上見一蜘蛛。以杖狭之、遂誤断一
脚、遣人送却。至明日還来整見。又
遣人送。送向水南経宿又来。整乃以
指剔其所患之脚、遂被咬其手指。又
遣人送極遠之処。他日不覚、復来重
咬其指。乃雖小瘡痛不可忍。又令更
送。自爾不来。瘡後稍増漸遍身体。  
体覚漸微痒、以手掻之随手作瘡。瘡
中有蜘蛛糸。出瘡皆漸大二三寸許。
暁夕苦痛難言難忍。経二年間、涕唾
小便皆有小蜘蛛子出、至今不差。百
方推問莫之能療。合寺徒衆時時来集
為其求仏。即覚小可捨衣資、於龍門
山造一万五千像一鋪。像今欲成、其
瘡稍歛。豈非宿殃不請之所致耶。

唐神都の太平寺僧の威整蜘蛛を害する事〈新たに録す〉
釈威整、未だ氏族詳かならず。少くして出家し慧解を修む。精勤
聴習して略ぼ棄つる日無し。神都の太平寺に住む。常に数部の大
乗を講じて、深く弘益有り。忽ちに床の後ろの壁上に於いて一の
蜘蛛を見る。杖を以て之を狭み、遂に誤ちて一脚を断ち、人をし
て送却せしむ。明日に至りて還来するに整見る。又人をして送ら
しむ。送りて水南に向ひて経宿するに又来る。整乃ち指を以て其
の患ふる所の脚を剔るに、遂に其の手指を咬まる。又人をして極
遠の処に送らしむ。他日覚えずして、復た来りて重ねて其の指を
咬む。乃ち小瘡と雖も痛みを忍ぶべからず。又更に送らしむ。爾
より来ず。瘡後に稍や増して漸く身体に遍し。  体漸く微痒を覚
え、手を以て之を掻き手に随ひて瘡を作す。瘡中蜘蛛の糸有り。
出づる瘡皆漸く大きなること二三寸ばかりなり。暁夕の苦痛言ひ
難く忍び難し。二年を経る間、涕唾小便皆小蜘蛛の子有りて出
で、今に至りて差えず。百方に推問すれども之を能く療すこと莫
し。合りて寺の徒衆時時来り集ひて其の為に仏を求む。即ち小可
を覚りて衣資を捨し、龍門山に於いて一万五千像一鋪を造る。像
今成らんと欲するに、其の瘡稍歛む。豈に宿殃・不請の致す所に
非ざらんや。

『釈門自鏡録』
巻下・害物傷
慈録八　　　

唐代 懐信

『大正新脩大蔵経』巻51

『新纂  大日本続蔵経』第
87巻

障害史研究　第６号（データ集）
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①身常黒痩　
　多生諸熱瘡

②満面生瘡　
　口裏生瘡　

隋冀州僧道相見霊巌寺諸僧受罪苦
事〈霊巌寺記〉
釈道相、冀州人。聞斉州霊巌寺僧徒
厳整神霊警肅。以開皇十六年来寺行
道、俄爾暴亡。於冥司中見大勢至菩
薩。化称寺主曇祥。将観僧獄、初見
僧真。僧真堕黒闇地獄、炭火焼之。
其門有牓云、「此人為私用衆家燈油
銭二十貫」。但寺内無尽燈油家大有
財物。僧真経為寺主、意謂、「無尽
燈油衆僧有受用之義、雖云貸用、私
意不還。是以業道不免受報」。僧真
多年已来、身常黒痩多生諸熱瘡、療
之不差。  祥語相云、「汝還寺語僧真、
急還燈家物。得免地獄」。僧真即自
当日還了。於是得免。地獄牓随滅。
次見僧法迴、在方梁壓地獄。其牓云、

「此人私用僧三十匹絹」。祥語相云、
「汝還寺語法迴、速還僧絹、得出地
獄」。相具陳上事。法迴即拒不承。乃
云、「比来不用僧家一尺物。何因得
有三十匹」。道相説牓云、「開皇五年
衆僧、遣法迴向京師請霊巌寺額。将
絹百匹驢両頭、除糧食。迴至京師、
逢通事舎人。是霊巌檀越為奏得額、
不費一銭」。法迴自思惟、「此寺額因
此法迴而得。於寺有恩。応銷三十匹
絹。乃以十匹買金、五匹博糸布、六
匹市鍾乳及石斛、六匹買沈香、三匹
買鍮石簀鎖三十具。其二十五具売、
五具仍在匱中。其香並現在。鍾乳石
斛用訖。糸布現両匹在匱。金一両亦
未用」。法迴現見事験、当即首伏還
三十匹絹、当日即了。獄門上牓滅没
耳。次見道廓。在火焼地獄。牓云、

「此人然僧八十銭柴故、堕此地獄」。
道相具陳。而道廓不承。自云、「在此
寺来、一寸草葉未嘗敢然。何況有私
用八十銭柴」。道相見牓云、「有人盗
僧林内杏樹、曳至界外、截作梳材、
由有不尽。道廓拾得残木、截作三束、
一根是麁。故云『計直八十銭』」。廓
由不伏云、「林外将柴三束、麁者一
根入束、其時時価売柴。至寺二十文
即得一截。何有三束杏柴得直八十
銭」。道相説牓云、「麁者一根仍堪作
梳木。故『直八十銭』」。道廓見此即
承、還僧八十銭、如上即出。次見慧
泰在火焼地獄。牓云、「然僧一簸箕
木札。唯直二十銭」。慧泰即承、還
二十文。如上得出。次見慧侃。牓云、

「四十人蘭若日並作一食斎。慧侃勧外
来僧可食粥、損米三升故、入地獄」。
還得出。次見一別道相。堕接燭地獄。
火焼手焦。牓云、「此人被差為僧作
燭遂闕而不作。其同作人頻喚不得、
乃作戯言、『大徳何能与汝作燭』。以
此違衆故堕此地獄」。道相還僧燭価、
得出此獄。次見三沙弥。忘其名字。
堕在火焼地獄。牓云、「此寺法絶不然
乾柴。此沙弥輒然乾柴。獄門有一聚
蟲子。従沙弥索命。故堕此獄」。祥
語相云、「汝還寺語三沙弥、各設一
供供養衆僧懺悔、得免」。三沙弥等
各設一供得出。次見明基沙弥。堕沸
鉄薄餅地獄。迸火焼面。牓云、「此
人為僧常作薄餅、更不餘使。為不用
心護麺、乃払麺令落地、不可收取故
入此獄」。其明基四五年来満面生瘡、
受大苦悩。療治不差。  祥語道相、「汝
可語明基」。基承設供得免。次見道
弘沙弥。入呑鉄円地獄。円焼入口。
口悉焦爛。牓云、「此人為僧作餛飩。
大衆未喫、盗食一鉢。故入此獄」。其
道弘数年已来、口裏生瘡、非常苦痛。  
祥令為僧設一供、得免此獄。諸如此
事、凡有三十余人。道相七日内十三
度死。皆見曇祥指示罪相。広如別記。

隋の冀州の僧道相霊巌寺の諸僧の罪苦を受くるを見る事〈霊巌寺
記〉
釈道相は、冀州の人なり。斉州霊巌寺の僧徒の厳整なる神霊の警
肅を聞く。開皇十六年を以て寺に来りて、行道するに俄爾に暴亡
す。冥司の中に大勢至菩薩を見る。化して寺主曇祥と称す。将に
僧獄を観んとするに、初め僧真を見る。僧真は黒闇地獄に堕ち、
炭火之を焼く。其の門に牓有りて云く、「此の人私に衆家の燈油
の銭二十貫を用ゐんが為なり。」と。但し寺内無尽の燈油の家に
大いに財物有り。僧真寺主為るを経て、意に謂く、「無尽の燈油
は衆僧受用の義有りて、貸用と云ふと雖も、私意は還さず。是を
以て業道の報を受くるを免れず。」と。僧真多年已来、身常に黒
痩にして多く諸熱瘡を生じ、之を療しても差えず。  祥相に語りて
云く、「汝寺に還りて僧真に語り、急に燈家の物を還し、地獄を
免るるを得しめよ。」と。僧真即ち自ら当日に還し了りぬ。是に
於いて免るるを得たり。地獄の牓随に滅す。次いで法迴を見る
に、方梁壓地獄に在り。其の牓に云く、「此の人私に僧の三十匹
の絹を用ゐる。」と。祥相に語りて云く、「汝寺に還りて法迴に語
り、速かに僧の絹を還し、地獄を出づること得しめよ。」と。相
具に上の事を陳ぶ。法迴即ち拒みて承らず。乃ち云く、「比来僧
の家の一尺の物も用ゐず。何に因りて三十匹有るを得るか。」と。
道相牓を説きて云く、「開皇五年衆僧、法迴を遣して京師に向か
はせ霊巌寺の額を請はしむ。絹百疋・驢両頭を将て、糧食を除
く。迴京師に至り、通事の舎人に逢ふ。是に霊巌の檀越額を得る
を奏せんが為に、一銭も費やさず。」と。法迴自ら思惟するに、

「此の寺の額此れ法迴に因りて得たり。寺に恩有り。応に三十匹
の絹を銷ゆべし。乃ち十匹を以て金を買ひ、五匹にて糸布を博
ひ、六匹にて鍾乳及び石斛を市ひ、六匹にて沈香を買ひ、三匹に
て鍮石簀鎖三十具を買ふ。其の二十五具を売りて、五具は仍ち匱
中に在り。其の香は並びに現に在り。鍾乳石斛は用ゐ訖んぬ。糸
布は現に両匹匱に在り。金一両は亦た未だ用ゐず。」と。法迴現
に事の験を見て、当に即ち首伏して三十匹の絹を還し、当日即ち
了んぬ。獄門の上の牓滅没するのみ。次に道廓を見る。火焼地獄
に在り。牓に云く、「此人僧の八十銭の柴を然やすが故に此の地
獄に堕つ。」と。道相具に陳ぶ。しかるに道廓承らず。自ら云く、

「此の寺に在り来たりて、一寸の草葉も未だ嘗て敢へて然やさず。
何ぞ況や私に八十銭の柴を用ふること有らんや。」と。道相牓を
見て云く、「人有りて僧の林の内に杏樹を盗み、曳きて界外に至
り、截りて梳材を作るに、由ほ尽くさざること有るがごとし。道
廓残木を拾得し、截りて三束を作るに、一根是れ麁きなり。故に

『計直八十銭』と云ふ。」と。廓由ほ伏はずして云く、「林外に柴
三束を将て、麁きなる者一根を束に入れ、其の時に時価にして柴
を売る。寺に至りて二十文にして即ち一截を得。何ぞ三束の杏の
柴直八十銭を得ること有らんや。」と。道相牓を説いて云く、「麁
きなる者一根に仍ち梳木を作るに堪ふ。故に『直八十銭』なり。」
と。道廓此れを見て即ち承り、僧八十銭を還し、上の如く即ち出
でたり。次いで慧泰火焼地獄に在るを見る。牓に云く、「僧一の
簸箕木札を然やす。唯だ直二十銭なり。」と。慧泰即ち承り、二
十文を還す。上の如く出づるを得たり。次いで慧侃を見る。牓に
云く、「四十人蘭若の日に並びに一食の齋を作す。慧侃外来の僧
に粥を食すべきを勧めて、米三升を損ずるが故に、地獄に入る。」
と。還して出づるを得たり。次いで一別の道相を見る。接燭地獄
に堕つ。火手を焼きて焦ぐ。牓に云く、「此の人差はされて僧の
ために燭を作れども遂に闕きて作らず。其の同じく作れる人頻り
に喚べども得ずして、乃ち戯れを作して言く、『大徳何ぞ能く汝
と燭を作る。』と。此の衆に違ふを以ての故に此の地獄に堕つ。」
と。道相僧の燭の価を還し、此の獄を出づるを得たり。次いで三
沙弥を見る。其の名字を忘る。火焼地獄に堕在す。牓に云く、「此
の寺の法絶えて乾柴を然やさず。此の沙弥輒く乾柴を然やす。獄
門に一の聚がる蟲子有り。沙弥に従ひて命を索む。故に此の獄に
堕つ。」と。祥相に語りて云く、「汝寺に還りて三沙弥に語り、各
一供を設けて衆僧を供養して懺悔し、免るるを得しめよ。」と。
三沙弥等各一供を設けて出づるを得たり。次いで明基沙弥を見
る。沸鉄薄餅地獄に堕つ。迸火に面を焼かる。牓に云く、「此の
人僧の為に常に薄餅を作りて、更に餘して使はず。麺を護るを用
心せざらんが為に、乃ち麺を払ひて地に落とさしめ、収め取るべ
からざるが故に此の獄に入る。」と。其の明基は四五年来満面に
瘡を生じ、大いに苦悩を受く。療治すれども差えず。  祥道相に語
りて、「汝明基に語るべし。」と。基承りて供を設けて免るるを得
たり。次いで道弘沙弥を見る。呑鉄円地獄に入る。円焼きて口に
入る。口悉く焦げ爛る。牓に云く、「此の人、僧の為に餛飩を作
る。大衆未だ喫はざるに、盗みて一の鉢を食す。故に此の獄に入
る。」と。其の道弘は数年已来、口の裏に瘡を生じ、非常に苦し
み痛む。  祥僧の為に一の供を設けしめ、此の獄を免るるを得た
り。諸の此くの如き事、凡そ三十余人有り。道相七日の内に十三
度死す。皆曇祥の罪相を指示するを見る。広く別に記すが如し。

『釈門自鏡録』
巻下・慳損僧
物録十　　　

唐代 懐信

『大正新脩大蔵経』巻51

『新纂  大日本続蔵経』第
87巻
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45 脚下総破作瘡

法界寺尼妙覚、身当直歳。将銭二十
六貫、憑開業寺僧玄湛、糴官粟二百
碩。欠一十三貫銭粟、未還其銭。官
典腹内其僧、苦索不得、遂経三年。
至聖歴元年九月内、尼妙覚在房。忽
得重病。遂有人追云、「王追師」。即
随使至閻羅王所。王問、「阿師何以
用寺家銭」。尼妙覚云、「一生不曽用
寺家銭」。王言、「身当直歳、用銭十
三貫糶粟。粟既不得、銭何不還」。尼
妙覚云、「此銭僧玄湛将付官典。妙
覚実不自用」。王急遣覓僧玄湛対当
其尼。当即於冥道中、両日処処、覓
僧玄湛不得。遂請王為追。王亦許追。
其妙覚亡在冥道。覓僧之時、妙覚在
床上臥。口数数云、「急喚僧玄湛」。
傍人遂即為覓経両日。覓得此僧。病
尼既聞此僧来、不覚床上忽起大嗔
云、「為阿師被追喚太急、両日処処
覓師不得。脚総破尽。阿師何為不
来」。当時傍人撿尼脚下総破作瘡。  
尼語僧云、「阿師莫不為急還寺家物。
若不得物終不相放。王亦現追阿師如
是紛紜苦索其僧」。玄湛遂即立帖求
還云、「到明年臘月内不還。乞現在
房内物総与任阿師取」。尼妙覚領得
帖了還。至冥中具陳委曲云、「僧玄
湛総与知当。不関妙覚事」。冥中官
典猶自苦留不放。遂見隠法師邃法師
勧云、「事既不相関。何為不放」。其
冥中典吏、遂給妙覚抄云、「放師去。
其尼病遂差。其僧於後至臘月内還銭
遂了。両寺徒衆並具知之。

法界寺の尼妙覚、身直歳に当たる。銭二十六貫を将て、開業寺僧
玄湛に憑みて、官粟二百碩を糴ふ。一十三貫銭の粟を欠くるに、
未だ其銭を還さず。官典其の僧の腹に内るるを、苦索するも得ず
して、遂に三年を経たり。聖歴元年九月内に至りて、尼妙覚房に
在り。忽に重病を得たり。遂に人有りて追ひて云く、「王師を追
ふ。」と。即ち使に随ひて閻羅王の所に至る。王問ふに、「阿師何
を以て寺家の銭を用ゐる。」と。尼妙覚云く、「一生曽て寺家の銭
を用ゐず。」と。王言く、「身直歳に当りて、銭十三貫を用ひて粟
を糴ふ。粟既に得ざるに、銭を何ぞ還さざるや。」と。尼妙覚云
く、「此の銭は僧玄湛将に官典に付さんとす。妙覚実に自ら用ゐ
ず。」と。王急ぎ遣して僧玄湛を覓めて其の尼に対ひ当らしむ。
当即に冥道中に於いて、両日処処、僧玄湛を覓むるも得ず。遂に
王為に追ふことを請ふ。王亦た追ふを許す。其の妙覚亡して冥道
に在り。僧を覓むるの時、妙覚床上に在りて臥す。口に数数云
く、「急に僧玄湛を喚べ。」と。傍人遂に即ち覓めんが為に両日を
経て、此の僧を覓め得たり。病める尼既に此の僧来たるを聞く
に、覚えずして床上に忽に起きて大いに嗔りて云く、「阿師の為
に追ひ喚ばれて太だ急ぎ、両日処処師を覓むるも得ず。脚は総て
破れ尽くす。阿師何為すれぞ来らざるや。」と。当時傍人尼の脚
下を撿ずるに総て破れ瘡と作る。尼僧に語りて云く、「阿師急ぎ
て寺家の物を還すを為さざること莫かれ。若し物を得ざれば終に
相放たざらん。王亦た現れて阿師を追ひて是くの如く紛紜なりて
其僧を苦索せん。」と。玄湛遂に即ち帖を立てて還を求めて云く、

「明年臘月内に到るまで還さず。乞はくは現在の房内の物を総て
与へて阿師の取るに任さん。」と。尼妙覚、帖を領得し了りて還
る。冥中に至りて具さに委曲を陳べて云く、「僧玄湛総て与知し
て当る。妙覚事に関わらず。」と。冥中の官典猶ほ自ら苦しみ留
めて放さず。遂に隠法師・邃法師を見るに勧めて云く「事既に相
ひ関はらず。何為れぞ放たざらん。」と。其の冥中の典吏、遂に
妙覚に抄を給ひて云く、「師を放ちて去らしめよ。」と。其の尼の
病遂に差ゆ。其の僧後に臘月内に至りて銭を還し遂げ了んぬ。両
寺の徒衆並に具さに之を知りぬ。

『釈門自鏡録』
巻下・慳損僧
物録十　　　

唐代 懐信

『大正新脩大蔵経』巻51

『新纂  大日本続蔵経』第
87巻

46 身癢成瘡
皮肉尽爛

唐淅西重建慈和殿。治地毎患蚯蚓穿
穴。一僧教以石灰水潅之可絶。因此
殺蚯蚓無数。未久僧忽身癢成瘡。皮
肉尽爛而死。〈功過格〉

唐の淅西に重慈和殿を建つ。地を治むるに毎に蚯蚓穴を穿つを患
ふ。一僧教へて石灰水を以て之を潅ぎ絶つべしと。此に因りて蚯
蚓を殺すこと無数なり。未だ久しからずして僧忽に身癢くして瘡
を成す。皮肉尽く爛れて死す。  〈功過格〉

『釈門自鏡録』
続補（参考） 唐代ヵ 懐信

『大正新脩大蔵経』巻51

『新纂  大日本続蔵経』第
87巻

47 癬瘡遍頭面

蜀郡大慈寺律師修準、雖云奉律性甚
褊躁。庭前植竹多蟻子縁檻。準怒伐
去竹、尽取蟻子棄灰火中。準後忽患
癬瘡遍頭面。医者云、「蟻漏瘡不可
医」。後竟卒。

蜀郡の大慈寺の律師修準、律を奉ると云ふと雖も性甚だ褊躁な
り。庭前に竹を植うるに蟻子多く檻に縁る。準怒りて竹を伐去
し、尽く蟻子を取りて灰火の中に棄つ。準後に忽に癬瘡を患ふこ
と頭面に遍し。医者云く、「蟻の漏れる瘡、医すべからず。」と。
後に竟に卒す。

『釈門自鏡録』
続補（参考） 唐代ヵ 懐信

『大正新脩大蔵経』巻51

『新纂  大日本続蔵経』第
87巻

48 背瘡

蜀郡金華寺法師秀栄、院内多松柏。
生毛虫色黄、長二三寸。莫知紀極、
秀栄使人掃除埋瘗、或棄于柴積内。
僧仁秀取柴煮料、于烈日中晒乾。虫
死者無数。経月餘秀栄暴卒。金華寺
有僧入冥見、秀栄荷鉄枷、坐空地烈
日中、有万万虫咂噬。僧還魂備説与
仁秀。仁秀大駭。遂患背瘡、数日而
卒。

蜀郡の金華寺の法師秀栄、院内に松柏多し。毛虫の色は黄、長さ
二三寸なるを生ず。紀極を知ること莫くして、秀栄人をして掃除
して瘗に埋めしめ、或は柴積の内に棄てしむ。僧仁秀柴を取り料
を煮て、烈日の中に晒乾す。虫死ぬ者無数なり。月餘を経て秀栄
暴に卒す。金華寺に僧有りて冥に入りて見るに、秀栄鉄枷を荷
ひ、空地にして烈日の中に坐し、万万の虫有りて咂噬す。僧の魂
還りて備に仁秀に説き与ふ。仁秀大いに駭く。遂に背に瘡を患
ひ、数日にして卒す。

『釈門自鏡録』
続補（参考） 唐代ヵ 懐信

『大正新脩大蔵経』巻51

『新纂  大日本続蔵経』第
87巻

49
両目因之失明

盲無所見

于闐沙門跋折斯羅那、此名金剛軍。
受持小乗倶舎論学、不信大乗。毎鬥
諍誹謗、両目因之失明。経十餘年、
盲無所見。  後聞師子友誨、乃未能
全信。且誡誦観音心呪。便即両目明
徹。因大迴向帰信大乗、捨於小学。

于闐の沙門跋折斯羅那、此の名は金剛軍なり。小乗の倶舎論の学
を受持して、大乗を信ぜず。毎に鬥諍誹謗し、両目之に因りて失
明す。十餘年を経て、盲にして見る所無し。  後に師子友誨ふるを
聞けども、乃ち未だ全て信ずること能はず。且くして誡りて観音
心呪を誦む。便即ち両目明徹す。大迴向に因りて大乗に帰信し、
小学を捨つ。

『釈門自鏡録』
続補（参考） 唐代ヵ 懐信

『大正新脩大蔵経』巻51

『新纂  大日本続蔵経』第
87巻

50 因患目盲

宋彭城寺慧琳毀法被流目盲事
慧琳姓劉氏、秦郡人。善諸経及荘
老、誹諧好語笑。長於製作、故集有
十巻。而為性傲誕頗自矜伐。其師道
淵、学行僧也。宋文帝甚器之。淵嘗
詣傅亮、琳先在坐、及淵至不為致礼。
淵怒之彰色。亮遂罰杖二十。琳後著
白黒論詆訶釈教。顏延之及宋炳難駮
琳論、各万餘言。琳既自毀其法被斥
交州。因患目盲数歳、憤結而卒。  其
論備在梁沙門僧祐弘明集、具之。

宋の彭城寺の慧琳法を毀ちて流されて目盲き事
慧琳は姓は劉氏、秦郡の人なり。諸経及び荘老を善くし、誹諧し
て語り笑ふを好む。製作に長じ、故集十巻有り。而るに性と為り
は傲誕にして頗る自ら矜伐なり。其の師は道淵、学行僧なり。宋
の文帝甚だ之を器とす。淵嘗て傅亮に詣るに、琳先んじて坐に在
り、淵至るに及びて礼を致さず。淵之を怒りて色を彰す。亮遂に
杖二十を罰つ。琳後に白黒論を著して釈教を詆訶す。顏延之及び
宋炳琳の論に難駮すること、各万餘言なり。琳既に自ら其の法を
毀ちて交州に斥けらる。因りて目を患ひて盲きこと数歳にして、
憤結して卒す。  其の論備に梁の沙門僧祐の弘明集に在りて、之を
具にす。

『釈門自鏡録』
巻上・俗学無
裨録六　　　

唐代 懐信

『大正新脩大蔵経』巻51

『新纂  大日本続蔵経』第
87巻
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